
桑
門
秀
我
『
選

本
願
念
佛
集
講
義
』
現
代
語
訳
注
｜
第
十
一
章
｜

上

野

忠

昭

【
抄
録
】

明
治
期
の
浄
土
宗
学
者
桑
門
秀
我
の
著
し
た
『
選

本
願
念
佛
集
講
義
』
は
、

浄
土
宗
鎮
西
流
白
旗
派
の
伝
統
的
な
『
選

本
願
念
佛
集
』
解
釈
を
知
る
手
が
か

り
と
な
る
。
前
号
に
続
い
て
、
本
稿
で
は
本
書
第
十
一
章
の
現
代
語
訳
及
び
注
を

提
示
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

桑
門
秀
我

選
択
本
願
念
仏
集
講
義

選
択
本
願
念
仏
集

約
対
雑
善

本
稿
は
、
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
第
一
部
門
法
然
文
献
班
第

二
班
で
本
庄
良
文
研
究
員
と
と
も
に
進
め
て
い
る
桑
門
秀
我
『
選

本
願
念
佛
集

講
義
』
の
現
代
語
訳
注
作
業
の
成
果
発
表
で
あ
り
、
前
号
の
大
意
並
び
に
第
七
章

に
続
く
も
の
で
あ
る
。

第
十
一
章

約
對

善

【
講
義
】
先
づ
來
意
を
述
せ
ば
、
若
し
化
佛
讃
歎
を
知
ら
ば
、
須
く

釋
迦
の
讃
歎
を
知
る
べ
し
。
當
章
は
、
念
佛
の
功
能
超
絶
し
て

善

の
比
類
に
非
〔
ざ
〕
る
こ
と
を
明
し
、
以
て
前
章
聞
經

佛
の
廢
立

の
義
を
成
ず
。（
五
九
左
）

ま
ず
、
こ
の
〔
第
十
一
〕
章
が
な
ぜ
こ
こ
〔
第
十
章
の
次
〕
に
置
か
れ
て
い
る
か
を
述
べ
る
と
、

も
し
〔
阿
弥
陀
仏
の
〕
化
仏
の
讃
歎
を
知
っ
た
な
ら
ば
、
釈
尊
の
讃
歎
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
章
は
、
念
仏
の
効
果
が
、
雑
善
の
効
果
と
か
け
離
れ
て
比
較
に
な
ら
な
い
こ
と
を

明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
前
章
で
述
べ
た
聞
経
と
称
仏
の
廃
立
に
つ
い
て
の
解
釈
を
し
て

い
る
。

一
九

桑
門
秀
我
『
選

本
願
念
佛
集
講
義
』
現
代
語
訳
注
｜
第
十
一
章
｜
（
上
野
忠
昭
）



◎
大
科
三
段

初
〔
め
〕
に
篇
目
。

【
講
義
】「
約
對

善
」
の
四
字
は
所
引
の
散
善
義
に
念
佛
三
昧

乃
至

實
非

善
爲
比
類
と
云
ふ
文
に
依
る
。
下
に
至
て
辨
ず
べ

し
。

善
は

行
な
り
。

〇
「
讃
歎
念
佛
」
と
は
、
問
〔
ふ
〕。
經
文
に
は
能
修
の
人
に
約
し

て
「
若
念
佛
者
」
と
云
〔
ふ
〕。
今
、
何
ぞ
所
修
の
法
に
約
す
る
や

（
耶
）。
答
〔
ふ
〕。
所
修
の
行
業
、
本
願
勝
易
の
行
な
る
が
故
に
經

文
は
能
修
の
人
を
讃
ず
。
今
は
是
れ
推
功

本
な
り
。
題
號
既
に
本

願
念
佛
と
云
ふ
。
之
を
成
立
す
る
を
以
て
元
意
と
爲
す
が
故
な
り
。

◎
次
に
引
文
の
中
〔
に
〕
二
。
先
に
經
文
。

【
講
義
】
當
文
は
勸
持
流
通
の
中
、
念
佛
を
勸
持
す
る
文
な
り
。
實

に
は
總
じ
て
散
善
を
も
勸
持
す
べ
し
と
雖
も
、
本
意
に
約
し
て
念
佛

の
み
を

ぐ
。「
若
念
佛
者
」
と
は
、
念
佛
は

念
な
り
。「
者
」
は

人
者
な
り
。

○
「
人
中
分
陀
利
華
」
と
は
、『
鈔
』
四

五
五

〔
に
〕
云
く
。

「
分
陀
利
華
と
は
（
者
）、
法
聰
の
『
記
』
に
云
く
、

此
〔
こ
〕
に

白
蓮
華
と
云
ふ
。
華
中
最
勝
の
妙
色
な
り
。
衆
色
の
（
之
）
本
に
し

◎
大
き
く
三
段
落
に
分
け
る
。
最
初
に
こ
の
章
の
標
題
。

「
約
対
雑
善
」
の
四
字
は
、
本
章
に
引
用
さ
れ
て
い
る
〔
善
導
〕『
観
経
疏
散
善
義
』
に
「
念

仏
三
昧

乃
至

実
非
雑
為
比
類
」
と
い
う
文
が
あ
る
こ
と
に
依
っ
て
い
る
。
以
下
の
引
用
文

の
箇
所
で
述
べ
る
。
雑
善
は
雑
行
で
あ
る
。

〇
「
讃
歎
念
仏
」
と
は
、【
問
】
質
問
す
る
。〔
本
章
引
用
の
〕『
観
無
量
寿
経
』
の
文
に
は
、

修
す
る
人
に
つ
い
て
「
若
念
仏
者
」
と
云
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
な
ぜ
修
行
さ
れ
る
法
に
つ

い
て
〔
讃
歎
念
仏
と
い
う
〕
の
か
。【
答
】
答
え
る
。
修
さ
れ
る
行
業
は
本
願
に
よ
る
勝
れ
た

修
し
や
す
い
行
で
あ
る
か
ら
、
経
文
は
そ
の
行
を
修
す
る
人
を
讃
え
る
。
こ
こ
で
は
、
念
仏
者

が
受
け
る
功
徳
を
薦
め
て
、
根
本
で
あ
る
本
願
の
念
仏
に
帰
依
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る１

）

。
本
書

は
題
号
で
現
に
本
願
念
仏
と
云
う
。
こ
れ
を
論
証
す
る
こ
と
を
本
来
の
意
図
と
す
る
か
ら
で
あ

る
。

◎
第
二
に
引
用
文
。
引
用
文
は
二
つ
あ
り
、
先
ず
経
文
。

こ
の
文
は
、『
観
無
量
寿
経
』
の
、
経
文
を
受
持
し
後
世
に
広
く
弘
め
る
部
分２

）

の
中
で
、
念
仏

を
受
持
す
る
こ
と
を
勧
め
る
文
で
あ
る
。
実
際
に
は
総
括
し
て
散
善
を
も
受
持
す
る
こ
と
を
勧

め
る
べ
き
で
あ
る
が
、（
釈
尊
の
）
本
意
に
し
た
が
っ
て
念
仏
の
み
を
挙
げ
る
。「
若
念
仏
者
」

と
は
、
念
仏
は
称
念
を
意
味
す
る
。「
者
」
は
人
を
表
す
「
者
」
で
あ
る
。

○
「
人
中
分
陀
利
華
」
と
は
、〔
良
忠
〕『
決
疑
鈔
』
四

五
五

に
、「
分
陀
利
華
と
は
、
法

聰
の
『
記３

）

』
に
、

中
国
で
は
白
蓮
華
と
云
う
。
華
の
中
で
最
も
勝
れ
た
極
め
て
美
し
い
色
で

あ
る
。
す
べ
て
の
色
の
根
本
で
あ
り
世
に
珍
重
さ
れ
る
こ
と
が
、
念
仏
す
る
衆
生
が
世
に
貴
ば

【
本
文
】
約

對シテ

善ニ
讃

歎スル
念
佛ヲ
之
文

【
本
文
】

無
量
壽
經

云ク
、
若シ
念
佛セン
者ノハ
當ニ
知ル
此ノ

人ハ
是レ
人
中ノ
分
陀
利
華ナ
。リ

世
音
菩
薩
・
大
勢
至
菩
薩
爲ル
其ノ
勝
友ト
。
當ニ

キ
ヲ
以
テ

坐ス
道
場ニ

生スベシ
六
十
右
）
諸
佛ノ
家ニ

二
〇

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号



て
、
世
に
崇
重
せ
爲ら
る
る
こ
と
、
念
佛
の
衆
生
の
、
世
の
貴
ば
る

（
所
）
る
（
爲
）
が
若
く
な
る
こ
と
を
顯
は
す
。
故
に
此
〔
れ
〕
を

〔
げ
〕
て
喩
と
爲
す
。
」

○
「
爲
其
勝
友
」
と
は
、
當
段
の
經
文
に
具
〔
さ
〕
に
現
當
二
世
の

益
を

ぐ
。
以
上
は
、
其
〔
の
〕
現
益
な
り
（
也
）。
故
に
私
段
に

云
く
。「
二
尊
の
影
護
を
蒙
る
。
此
〔
れ
〕
は
是
れ
現
益
な
り

（
也
）。」

○
「
當
坐
道
場
、
生
諸
佛
家
」
と
は
、
此
〔
の
〕
二
句
は
、
其

〔
の
〕
當
益
を
顯
は
す
。
佛
果
を
成
ず
る
處
、
之
を
道
場
と
云
ふ
。

此
〔
れ
〕
に
二
種
あ
り
。
謂
く
、
應
化
道
場
・
眞
實
道
場
な
り
。

『
鈔
』
四

五
六

〔
に
〕
詳
釋
す
。「
諸
佛
家
」
と
は
、
極

を
指

す
。
是
れ
諸
佛
道
同
の
邉
に
約
し
て
言
ふ
。『
鈔
』
四

五
七

〔
に
〕、「
問
〔
ふ
〕。
往
生
以
後
、
方
に
佛
果
を
成
ず
。
若
し
爾

〔
ら
〕
ば
、
應
に

生
諸
佛
家
、
當
坐
道
場

と
云
〔
ふ
〕
べ
（
應：

再
読
）
し
。
答
〔
ふ
〕。
大
乘
の
本
意
は
佛
果
を
期
す
る
に
在
り
。
是

の
故
に
先
に
當
坐
道
場
を
明
す
。
所
期
を
知
り
已
〔
っ
〕
て
應
に

路
を
求
む
べ
（
應：

再
読
）
し
。
是
の
故
に
、
次
に
生
諸
佛
家
を
説

く
。
謂
く
、
怯
弱
の
機
、
淨
土
に
生
ぜ
ず
（
不
）
ん
ば
、
設
ひ
沙
劫

を
經
る
と
も
、
佛
果
證
し
難
し
。
も
し
淨
土
に
生
ぜ
ば
修
行
任
運
な

り
。
無
上
の
佛
果
、
豈
にはるかな
り
と
爲せ
ん
や
（
耶
）」（
六
十
左
）

◎
後
に
疏
文
の
中
〔
に
〕
二
。
初
〔
め
〕
に
牒
文
標
科
。

れ
る
こ
と
と
同
様
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
あ
げ
て
喩
え
と
す
る４

）

」

と
あ
る
。

○
「
為
其
勝
友
」
と
は
、「
こ
の
章
に
引
用
さ
れ
て
い
る
経
文
に
詳
し
く
（
念
仏
の
）
現
当
二

世
の
利
益
を
挙
げ
る
。
そ
の
中
、
こ
こ
ま
で
は
現
世
に
お
け
る
利
益
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私

釈
段
に
、「
観
音
、
勢
至
と
い
う
二
人
の
尊
い
お
方
が
影
の
よ
う
に
着
き
従
っ
て
お
護
り
く
だ

さ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
世
で
受
け
る
念
仏
の
利
益
で
あ
る
」
と
云
う
。

○
「
当
坐
道
場
、
生
諸
仏
家
」
と
は
、
こ
の
二
句
は
、
念
仏
の
来
世
に
受
け
る
利
益
を
明
ら
か

に
す
る
。
仏
果
を
成
就
す
る
場
所
を
道
場
と
云
う
。
こ
れ
に
二
種
あ
る
。
応
化
道
場
と
真
実
道

場
で
あ
る
。〔
良
忠
〕『
決
疑
鈔
』
四

五
七５

）

に
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。「
諸
仏
家
」
と
は
、

極
楽
を
指
す
。
こ
れ
は
、
諸
仏
の
悟
り
が
等
し
い
と
い
う
観
点
か
ら
〔
諸
仏
と
〕
云
う
。〔
良

忠
〕『
決
疑
鈔
』
四

五
七６

）

に
、「【
問
】
質
問
す
る
。
往
生
し
て
か
ら
後７

）

に
成
仏
す
る
。
も

し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、

生
諸
仏
家
、
当
坐
道
場

と
云
う
べ
き
で
は
な
い
か
。【
答
】
答
え
る
。

大
乗
仏
教
の
本
来
の
目
的
は
成
仏
を
め
ざ
す
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
先
に
「
當
坐
道
場
」

を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
め
ざ
す
目
的
を
知
っ
た
う
え
で
、
そ
こ
に
至
る
道
を
求
め
る
。
し
た
が

っ
て
、
次
に
「
生
諸
仏
家
」
を
説
く
。
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
に
お
そ
れ
ひ
る
ん
で
し
ま

う
人
た
ち
は
、
浄
土
に
生
ま
れ
な
け
れ
ば
、
た
と
え
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
ほ
ど
の
劫
を
重
ね

て
も
、
成
仏
に
至
る
こ
と
は
難
し
い
。
も
し
浄
土
に
往
生
す
れ
ば
、
修
行
は
自
然
に
進
む
の
で

あ
る
。
無
上
の
悟
り
を
開
く
こ
と
が
、
ど
う
し
て
遙
か
先
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ

ろ
う
か
」
と
あ
る
。

◎
引
用
文
の
二
つ
め
は
〔
善
導
〕『
観
経
疏
散
善
義
』。
そ
れ
を
ま
た
二
段
に
分
け
る
。
先
ず
は

二
一

桑
門
秀
我
『
選

本
願
念
佛
集
講
義
』
現
代
語
訳
注
｜
第
十
一
章
｜
（
上
野
忠
昭
）



【
講
義
】『
疏
』
は
『
散
善
義
』

四
七

○
「
實
非

善
」
等
と
は
、
問
〔
ふ
〕。
次
章
附
屬
の
釋
文
を
見
る

に
、
定
散
に
對
し
て
「
上
來
雖
説
定
散

乃
至

彌
陀
佛
名
」
と
云

ふ
。
今
何
ぞ

行
の
み
を
所
對
と
し
て
助
業
を
論
ぜ
ざ
る
や
。
答

〔
ふ
〕。『
鈔
』
四

五
七

〔
に
〕
云
く
、「
往
生
の
業
に
三
重
有
り
。

一
に
は
（
者
）
念
佛
、
二
に
は
（
者
）
四
種
正
行
、
三
に
は
（
者
）

行
な
り
。
其
〔
の
〕
中
に
、
念
佛
は
最
勝
、

行
は
最
劣
な
り
。

四
種
正
行
は
從
容
不
定
な
り
。（

行
に
對
せ
ば
勝
れ
た
り
と
雖
も
、

念
佛
に
望
む
れ
ば
劣
る
が
故
に
）
且
く
最
劣
に
對
し
て
其
〔
の
〕
勝

行
を
歎
ず
。
再
往
之
を
論
ぜ
ば
、
應
に
念
佛
、
定
散
に
超
絶
す
と
云

〔
ふ
〕
べ
し
（
應：

再
読
）。」

云
云

。
當
段
の
文
は
比
校
顯
勝
を

要
と
す
る
が
故
に
、
且
く
最
勝
を
以
て
最
劣
に
對
す
と
知
る
べ
し
。

◎
後
に
正
釋
に
二
。
先
づ
標
。

◎
後
に
釋
。
此
〔
の
〕
中
〔
に
〕
五
段
あ
り
。
分
文
自
〔
ず
か
〕
ら

明
か
な
り
。
故
に
科
せ
ず
。

観
無
量
寿
経
の
文
を
区
切
っ
て
分
科
し
（
牒
文
）
そ
の
内
容
を
標
示
（
標
科
）
す
る
。

『
疏
』
は
〔
善
導
〕『
観
経
疏
散
善
義
』

四
七８

）

で
あ
る
。

○
「
実
非
雑
善
」
等
と
は
、【
問
】
質
問
す
る
。
次
章
附
属
の
解
釈
の
文
を
見
る
と
、
定
散
に

対
し
て
「
上
來
雖
説
定
散

乃
至

弥
陀
仏
名
」
と
云
う
。
こ
こ
で
、
ど
う
し
て
雑
行
の
み
議

論
の
対
象
と
し
、
助
業
を
対
象
と
し
て
論
じ
な
い
の
か
。【
答
】
答
え
る
。〔
良
忠
〕『
決
疑
鈔
』

四

五
七

に
次
の
よ
う
に
云
う
。「
往
生
の
業
に
三
重
あ
る
。
一
に
は
念
仏
。
二
に
は
四
種

正
行
。
三
に
は
雑
行
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
念
仏
は
最
も
勝
れ
、
雑
行
は
最
も
劣
る
。
四
種
正

行
は
勧
め
る９

）

か
ど
う
か
不
定
で
あ
る
。（
雑
行
に
対
比
す
る
と
勝
れ
て
い
る
が
、
念
仏
に
対
比

す
る
と
劣
っ
て
い
る
の
で
）、
ま
ず
は
最
劣
に
対
し
て
、
最
も
勝
れ
て
い
る
行
を
讃
歎
す
る
の

で
あ
る
。〔
次
章
で
〕
再
び
こ
の
こ
と
を
論
じ
る
と10

）

、
ま
ぎ
れ
も
な
く
念
仏
は
定
散
二
善
に
超

絶
し
て
い
る
と
云
え
る11

）

。」

云
云

。
こ
の
段
の
文
は
、
比
較
し
て
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
の
で
、
ま
ず
は
最
も
勝
れ
て
い
る
念
仏
の
行
を
以
て
最

も
劣
る
雑
善
に
対
比
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
ほ
し
い
。

◎
『
観
経
疏
散
善
義
』
の
引
用
文
の
第
二
は
、
二
段
に
分
け
て
正
し
く
解
釈
す
る
（
正
釈
）。

先
ず
標
示
。

◎
〔
正
釈
の
〕
第
二
は
解
釈
。
こ
の
中
に
五
段
あ
る
。
文
の
区
切
り
（
段
落
）
は
明
ら
か
な
の

で
分
科
し
な
い
。

【
本
文
】
即
有リ
其ノ
五

（
六
一
右
）

【
本
文
】
同
經ノ
疏ニ
云ク
、
從リ
若
念
佛
者

下モ
至ル
生
諸
佛
家ニ
已
來ハ
、
正ク
顯ハス
念
佛
三
昧ノ
功
能
超
絶シテ
實ニ
非ルコトヲ

善ヲ
以
テ

得ル
爲コトヲ
比
類ト

【
本
文
】
一ニハ
明シ
專
念スルコトヲ
彌
陀ノ12

）

名ヲ
、
二ニハ
明シ
指

讃スルコトヲ
能
念ノ
之
人ヲ
、
三ニハ
明ス
若シ
能ク
相
續シテ
念
佛スル
者ノハ
此ノ
人
甚ダ
爲ス
希
有ナリト。
更ニ
無シ
物ノ
可キ
以テ

方ブ
之ニ
。
故ニ
引テ
分
陀
利ヲ
爲コトヲ
喩ト
。
言ハ
分
陀
利ト
者
、
名ケ
人
中
好
華ト
、
亦
名ケ
希
有
華ト
、
亦
名ケ
人
中
上
上
華ト
、
亦
名ク
人
中
妙
好

華ト
。
此
華
相

傳フ
、
名ル
蔡
華ト
是ナ
。リト
若シ
念
佛スル
者ノ
、ハ
即
是レ
人
中ノ
好
人
、
人
中ノ
妙
好
人
、
人
中ノ
上
上
人
、
人
中ノ
希
有
人
、
人
中ノ
最
勝

二
二
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【
講
義
】「
一
明
」
以
下
の
八
字
は
經
の
「
若
念
佛
者
」
の
句
を
釋

す
。

○
「
二
明
」
以
下
の
八
字
は
經
の
「
當
知
此
人
」
の
文
を
釋
す
。

○
「
三
明
」
以
下
「
最
勝
人
也
」
に
至
る
一
節
は
、
經
の
「
是
人
中

分
陀
利
華
」
を
解
す
。「
人
中
妙
好
華
」
の
下
、
次
の
法
説
に
準
ず

る
に
、「
亦
名
人
中
最
勝
華
」
の
七
字
あ
る
べ
し
。
疏
文
、
之
を
略

す
。
此
〔
れ
〕
に
就
て
、『
澤
見
』
に
二
説
を
成
ず
。
一
義
に
云

〔
ふ
〕、
自
然
の
略
か
（

）。
又
、
一
義
に
云
〔
ふ
〕、
蔡
華
即
ち

最
勝
華
に
當
る
か
（

）
と
。
今
、
案
ず
る
に
、
初
義
最
も
穏
當
な

り
。

○
「
蔡
華
」
と
は
、「
蔡
」
は
元
と
、
支
那
の
地
名
な
り
。
此
〔
の
〕

地
よ
り
産
出
す
る
靈
龜
を
蔡
と
名
く
。『
論
語
』
に
「

文
仲
、
蔡

を
居お
く
」
と
云
ふ
、
即
ち
是
〔
れ
〕
也
。
又
『
史
記
』「
龜
策
傳
」

に
云
〔
く
〕、「
龜
千
歳
に
し
て
乃
ち
蓮
華
の
（
之
）
上
に
遊
ぶ
」
と
。

是
に
由
〔
り
〕
て
蓮
華
を
蔡
華
と
名
く
。
是
れ
地
名
一
轉
し
て
龜
の

名
と
な
り
、
再
轉
し
て
蓮
華
の
名
と
な
り
し
な
り
。『
鈔
』
四

五

八

参
看
す
べ
し
。

○
「
即
是
人
中
好
人
」
等
と
は
、
倶
に
行
者
を
讃
歎
す
る
の

な
り
。

即
ち
五
（
六
二
右
）
種
あ
り
。
之
を
五
種
の
嘉
譽
と
云
ふ
。
我

〔
が
〕
宗
、
五
重
を
相
承
し
て
譽
號
を
付
す
る
は
（
者
）、
蓋
し
是

に
基
〔
づ
〕
く
と
云
ふ
。
而
し
て
次
上
の
譬
と
不
次
第
な
る
は
他
意

「
一
明
」
以
下
の
八
字
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
「
若
念
佛
者
」
の
句
を
解
釈
す
る
。

○
「
二
明
」
以
下
の
八
字
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
「
當
知
此
人
」
の
文
を
解
釈
す
る
。

○
「
三
明
」
以
下
「
最
勝
人
也
」
に
至
る
一
節
は
、『
観
無
量
寿
経
』
の
「
是
人
中
分
陀
利
華
」

を
解
釈
す
る
。「
人
中
妙
好
華
」
の
後
に
は
、
次
の
念
仏
者
の
説
明
に
対
照
す
る
と
「
亦
名
人

中
最
勝
華
」
の
七
字
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。『
観
経
疏
』
の
文
は
、
こ
れ
を
省
略
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、〔
持
阿
〕『
決
疑
鈔
見
聞13

）

』
に
二
説
を
挙
げ
て
い
る
。
一
説
は
、「
た
ま

た
ま
脱
落
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。」
と
い
う
。
ま
た
、
一
説
は
、「
蔡
華
が
最
勝
華
に
当
た
る
の

で
は
な
い
か
。」
と
い
う
。
今
、
考
察
し
て
み
る
と
、
最
初
の
説
が
最
も
妥
当
で
あ
る
。

○
「
蔡
華
」
と
は
、「
蔡
」
は
、
も
と
中
国
の
地
名
で
あ
る
。
こ
の
地
よ
り
産
出
す
る
霊
亀
を

蔡
と
名
づ
け
る
。『
論
語
』
に
「

文
仲
、
蔡
を
居
（
お
）
く14

）

」
と
云
う
の
は
、
即
ち
こ
れ
で

あ
る
。
ま
た
、〔
司
馬
遷
〕『
史
記
』「
亀
策
伝
」
に
「
亀
は
千
歳
に
な
る
と
、
蓮
華
の
上
で
遊

ぶ15
）

」
と
云
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
蓮
華
を
蔡
華
と
名
づ
け
る
。
つ
ま
り
地
名
が
転
じ
て
亀
の
名

に
な
り
、
さ
ら
に
転
じ
て
蓮
華
の
名
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。〔
良
忠
〕『
決
疑
鈔
』
四

五
八16

）

を
参
照
せ
よ
。

○
「
即
是
人
中
好
人
」
等
と
は
、
と
も
に
行
者
を
讃
歎
し
た
名
称
で
あ
る
。
そ
れ
に
五
種
あ
る
。

こ
れ
を
五
種
の
嘉
誉
と
云
う
。
我
が
宗
に
お
い
て
五
重
を
相
承
し
て
誉
号
を
付
す
る
の
は
、
ま

さ
し
く
、
こ
れ
に
基
づ
く
と
云
わ
れ
る
。
そ
し
て
前
の
譬
え
と
正
確
に
対
応
し
て
い
な
い
の
は
、

何
ら
か
の
意
図
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

人ナリ
也
。
四ニハ
明ス
專ラ
念スル
彌
陀ノ
名ヲ
者ノハ
即

音
勢
至
、
常
隨
影
護シ

下
コ
ト

亦
如クナルコトヲ
親
友
知
識ノ
也
。
五ニハ
明ス
今
生
（
六
一
左
）
既ニ
蒙ル

此ノ
益ヲ
。
捨テテ
命ヲ
即
入ル
諸
佛ノ
之
家ニ
。
即
淨
土
是ナリ
也
。
到レバ
彼ニ
長
時ニ
聞テ
法
歴
事
供
養ス
。
因

圓ニ
果

滿ス
。
道
場ノ
之
座
豈ニ
ナラ
ン
ヤ
ト
云
コ
ト
ヲ

二
三

桑
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あ
る
に
非
ず
。

○
「
四
明
」
等
の
二
十
四
字
は
、
經
文
の
「

音
」
以
下
の
三
句
を

釋
す
。「
亦
如
親
友
」
の
「
亦
」
は
、
華
の
喩
に
對
し
て
言
ふ
。

○
「
五
明
」
以
下
は
經
の
「
當
坐
道
場
、
生
諸
佛
家
」
の
文
を
釋
す
。

中
に
於
て
、「
淨
土
是
也
」
ま
で
は
、「
生
諸
佛
家
」
の
句
を
釋
す
。

此
〔
の
〕
益
と
は
、

音
勢
至
の
影
護
を
指
す
。「
到
彼
長
時
」
等

と
は
、
以
下
は
「
當
坐
道
場
」
の
句
を
釋
す
。「
長
時
聞
法
」
は
第

四
十
六
隨
意
聞
法
の
願
の
益
、「
歴
事
供
養
」
と
は
、
十
方
世
界
を

遊
歴
し
て
其
〔
の
〕
到
る
所
の
如
來
を
供
養
す
る
を
云
ふ
。
是
れ
第

二
十
三
供
養
諸
佛
と
第
二
十
四
供
具
如
意
の
両
願
の
益
な
り
。「
道

場
之
座
、
豈

」
と
は
、
遠
か
ら
ず
し
て
佛
果
に
到
る
を
云
ふ
。

は
遙
な
り
（
也
）。
是
れ
則
ち
第
十
一
必
至
定
聚
の
願
の
益
な
り
。

◎
後
に
私
釋
の
中
〔
に
〕
四
。

一
に
經
釋
の
相
違
を
辨
ず
〔
る
〕

に
二
。
先
に
問
。

◎
後
に
答
。

【
講
義
】「
文
中
雖

」
等
と
は
、
念
佛
を
以
て

善
に
對
す
る
こ

○
「
四
明
」
等
の
二
十
四
字
は
、『
観
無
量
寿
経
』
の
文
の
「
観
音
」
以
下
の
三
句
を
解
釈
し

て
い
る
。「
亦
如
親
友
」
の
「
亦
」
は
、
華
の
喩
え
に
対
し
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。

○
「
五
明
」
以
下
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
「
坐
道
場
諸
仏
家
」
の
文
を
解
釈
す
る
。
そ
の
中
で
、

「
浄
土
是
也
」
ま
で
は
、「
生
諸
仏
家
」
の
句
を
解
釈
し
て
い
る
。「
此
益
」
と
は
、
観
音
・
勢

至
の
二
菩
薩
が
影
が
形
に
従
う
よ
う
に
、
そ
の
身
か
ら
離
れ
ず
擁
護
す
る
こ
と
を
指
す
。「
到

彼
長
時
」
等
と
は
、
以
下
は
「
当
坐
道
場
」
の
句
を
解
釈
し
て
い
る
。「
長
時
聞
法
」
は
第
四

十
六
隨
意
聞
法
の
願17

）

の
利
益
、「
歴
事
供
養
」
と
は
、
十
方
世
界
の
仏
国
土
を
巡
り
、
至
っ
た

仏
国
の
如
来
を
供
養
す
る
こ
と
を
云
う
。
こ
れ
は
第
二
十
三
供
養
諸
仏18

）

と
第
二
十
四
供
具
如
意19

）

の
両
願
の
利
益
で
あ
る
。「
道
場
之
座
、
豈

」
と
は
、
遠
か
ら
ず
し
て
悟
り
に
到
達
す
る
こ

と
を
云
う
。「

」
は
「
遙
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
十
一
必
至
定
聚
の
願20

）

の
利
益
で
あ
る
。

◎
次
に
宗
祖
の
私
見
（
私
釈
）。
四
段
あ
る
。
第
一
は
〔
引
用
の
〕
経
と
疏
の
相
違
を
二
段
に

分
け
て
説
明
す
る
。
ま
ず
は
問
い
。

◎
後
に
答
え
。

「
文
中
雖
隠
」
等
と
は
、
念
仏
と
善
を
対
比
す
る
こ
と
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
文
の
表
面
上
に

【
本
文
】
私
問
曰
。
經ニ
云ハ
若
念
佛
者
當
知
此
人
等ト
唯
約シテ
念
佛ノ
者ノニ
而
讃

歎ス
之ヲ
。
釋
家
有テ
何
意

云テ
實ニ
非ト

善ヲモテ
得ルニ
爲コトヲ
比
類ト
相

對シテ

（
六
二
左
）
善ニ
獨リ
歎ズルヤ
念
佛ヲ
乎
。

【
本
文
】
答
曰
。
文ノ
中ニ
雖モ

タリト
義
意
是レ
明ナ
。リ
所

以ハ
知ル
者
此ノ
經
既ニ
説ク
定
散ノ
諸
善
ニ

念
佛ノ
行ヲ
。
而ニ
於テ
其ノ
中ニ
獨リ
標シテ
念
佛ヲ
喩フ
分
陀
利ニ
。
非ンバ

待スルニ

善ヲ
云

何ゾ
能ク
顯ン
念
佛ノ
功
超コトヲ
餘
善
諸
行ニ
。
然レバ
則
念
佛スル
者ハ
即

是レ
人
中ノ
好
人トハ
者
、
是レ
待シテ

而
所ナリ
美ル
也
。
言ハ
人
中ノ
妙

好
人ト
者
、
是レ
待シテ
麁

ヲ
而
所ナリ
スル

也
。
言ハ
人
中ノ
上
上
人ト
者
、
是レ
待シテ
下
下ニ
而
所ナリ
讃ズル
也
。
言ハ
人
中ノ
希
有
人ト
者
、
是レ
待シテ
常

有ニ
而
所ナリ
歎ズル
也
。
言ハ
人
（
六
三
右
）
中ノ
最
勝
人ト
者
是レ
待シテ
最
劣ニ
而
所ナリ
褒スル
也
。

二
四
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と
は
經
の
文
相
に
は
顯
著
な
ら
ず
と
雖
も
、
廣
く
義
理
を
探
る
と
き

は
其
〔
の
〕
意
分
明
な
り
。
故
に
「
所
以
知
」
以
下
に
於
て
其

〔
の
〕
理
由
を
述
ぶ
。

○
「
是
待

而
所
美
」
と
は
、「
美
」
は
歎
美
な
り
（
也
）。
自
下
或

〔
い
〕
は
「

」
と
云
ひ
「
讃
」
等
と
云
〔
ふ
〕
は
互
ひ
に
文
を
更

ふ
る
の
み
。『
鈔
』
四

五
九

〔
に
〕、「
問
〔
ふ
〕。
設
し
念
佛
に

對
す
る

善
は

に
非
ず
。
何
ぞ
「

人
」
と
言
ふ
。
答
〔
ふ
〕。

今
好

と
は
（
者
）
即
〔
ち
〕
勝
劣
の
義
な
り
。
謂
く
、

行
を
修

〔
す
〕
れ
ば
利
益
劣
る
が
故
に
是
を
名
〔
け
〕
て

と
爲
す
。

業

と
謂
ふ
に
は
非
ず
。
餘
は
之
に
準
知
せ
よ
。」
此
〔
の
〕
釋
に
據
る

に
好
人
と
は
勝
人
と
云
ふ
意
な
り
。
然
れ
ば
下
の
最
勝
人
と
何
の
別

あ
る
。
謂
く
、
既
に
最
の
言
を
冠
す
。
故
に
同
じ
か
ら
ず
。

◎
二
に
念
佛
下
品
に
在
る
こ
と
を
料
簡
す
る
に
二

初
〔
め
〕
に
問
。

【
講
義
】「
至
下
下
品
而
説
」
と
は
、
經
文
、
實
に
は
下
三
品
倶
に

念
佛
を
説
く
と
雖
も
、
上
上
の
言
に
對
し
て
且
く
下
下
と
云
ふ
の
み
。

問
の
意
は
、
上
上
の
法
を
何
が
故
に
下
下
品
に
説
く
や
と
な
り
。

◎
後
に
答
に
四
。
一
に
總
じ
て
九
品
に
通
ず
る
こ
と
を
明
す
。

【
講
義
】「
前
」
と
は
第
四
章
（
本

三
十
五
右

）
を
指
す
。

は
顕
れ
て
は
い
な
く
て
も
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
内
容
を
広
く
探
る
と
き
、
そ
の
意
図
は
明
ら
か

で
あ
る
。
故
に
「
所
以
知
」
以
下
に
お
い
て
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

○
「
是
待
悪
而
所
美
」
と
は
、「
美
」
は
讃
歎
し
て
誉
め
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
あ
る
い
は

「
称
」
と
云
い
、
あ
る
い
は
「
讃
」
等
と
云
う
の
は
言
葉
を
変
え
て
い
る
だ
け
で
、
す
べ
て
同

じ
意
味
で
あ
る
。〔
良
忠
〕『
決
疑
鈔
』
四

五
九

に
、「【
問
】
質
問
す
る
。
た
と
え
念
仏
に

対
す
る
雑
善
だ
と
し
て
も
、
雑
善
は
悪
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
悪
人
と
言
う
の
か
。【
答
】
答

え
る
。
こ
こ
で
言
う
好
悪
と
は
、
勝
劣
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
雑
行
を
修
す
れ
ば
利
益
が

劣
る
の
で
是
を
悪
と
名
付
け
る
。
悪
業
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
他
も
同
様
に
理
解
せ

よ21
）

。」
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
好
人
と
は
勝
人
で
あ
る
と
言
う
意
味
で
あ
る
。【
問
】
質
問
す
る
。

そ
う
す
る
と
下
の
最
勝
人
と
ど
の
よ
う
な
区
別
が
あ
る
の
か
。【
答
】
答
え
る
。
現
に
「
最
」

の
字
を
冠
し
て
い
る
。
従
っ
て
同
じ
で
は
な
い
。

◎
宗
祖
の
私
見
の
第
二
段
は
念
仏
が
下
品
に
在
る
こ
と
を
二
段
に
分
け
て
考
察
す
る
。
初
め
に

問
い
。

「
至
下
下
品
而
説
」
と
は
、『
観
無
量
寿
経
』
の
文
に
は
、
下
三
品
と
も
に
念
仏
を
説
い
て
い

る
が
、
上
上
の
語
に
対
し
て
、
か
り
に
下
下
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
問
い
の
意
図
は
上

上
の
法
を
ど
う
し
て
下
下
品
に
説
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

◎
後
に
答
。
答
に
四
段
あ
る
。
第
一
段
は
〔
念
仏
は
〕
九
品
全
体
に
通
じ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。

「
前
」
と
は
第
四
章
（〔
義
山
〕
本

三
十
五
右22

）

）
を
指
す
。

【
本
文
】
問
曰
、
既ニ
以

念
佛ヲ
名ケバ
上
上ト
者
何ガ
故ゾ
不シテ
説カ
於
上
上
品ノ
中ニ
至テ
下
下
品ニ
而
説クヤ
念
佛ヲ
乎
。（
六
三
左
）

【
本
文
】
答
曰
、
豈ニ
前ニ
不ヤ
云ハ
、
念
佛ノ
之
行ハ
廣ク
亙ルト
九
品ニ
。
即
前ニ
所ノ
引ク
往
生
要
集ニ
云フ
隨テ
其ノ
勝
劣ニ
應シト
分ツ
九
品ヲ
是レ
也
。

二
五

桑
門
秀
我
『
選

本
願
念
佛
集
講
義
』
現
代
語
訳
注
｜
第
十
一
章
｜
（
上
野
忠
昭
）



◎
二
に
別
し
て
下
下
に
在
る
こ
と
を
明
す
に
二
。
先
に
直
釋
。

【
講
義
】「
除
滅
逆
罪
餘
行
所
不
堪
」
と
は
、『
鈔
』
四

六
十

「
問
〔
ふ
〕。
餘
行
の
逆
を
滅
す
る
文
證
是
れ
多
し
（『
法
華
』
提
婆

品
に
提
婆
成
佛
の
記

を
得
。『
涅
槃
經
』
に
は
、

世
得
度
の
事

を
明
し
、
本
集
所
引
の
『
六
波
羅
密
經

〔
マ
マ
〕

』
に
眞
言
の
滅
逆
を
明

〔
か
〕
す
等
）。
答
〔
ふ
〕。
餘
行
都
て
逆
を
滅
す
る
こ
と
無
し
と
謂

〔
ふ
〕
に
は
非
ず
。
今
論
ず
る
所
は
（
者
）、
五
逆
の
罪
人
、
命
終

の
時
に
臨
〔
ん
〕
で
、
與
果
の
用
を
起
せ
ど
も
（「
與
果
」
と
は
果

の
將
に
生
ぜ
ん
と
す
る
と
き
、
因
の
力
用
を
與
〔
へ
〕
て
現
在
に
入

ら
し
む
る
と
云
ふ
倶
舎
等
の
法
相
な
り
。
今
は
獄
火
來
現
の
時
を
云

〔
ふ
〕。）、
十
念
の
功
に
依
〔
っ
〕
て
滅
罪
得
生
す
。
此
を
以
て
規

と
爲
す
。
餘
行
は
爾
ら
ず
（
不
）。
是
れ
則
〔
ち
〕
經
の
現
文
に
任

せ
て
此
の
義
を
判
ず
る
な
り
（
也
）。」。
案
ず
る
に
當
文
の
意
は
餘

行
は
都
て
滅
逆
の
用
な
し
と
謂
ふ
に
非
ず
。
極

最
下
の
機
に
し
て
、

而
も
命
終
に
臨
〔
ん
〕
で
は
唯
念
佛
の
み
能
く
逆
を
滅
す
と
な
り
。

○
「
爲
極

最
下
」
等
と
は
、
兼
〔
ね
〕
て
伏
難
を
通
ず
る
意
あ
り
。

難
と
は
前
に

ぐ
る
『
鈔
』
の
問
の
如
し
。
通
ず
る
意
は
其
〔
の
〕

業
障
に
於
て
は
差
別
な
し
と
雖
も
、
其
〔
の
〕
機
根
を
論
ず
れ
ば
利

◎
答
の
第
二
段
は
、
特
に
下
下
品
に
在
る
こ
と
を
二
段
に
分
け
て
説
明
す
る
。
先
ず
経
文
に
対

す
る
直
接
の
解
釈
（
直
釈
）。

「
除
滅
逆
罪
餘
行
所
不
堪
」
と
は
、〔
良
忠
〕『
決
疑
鈔
』
四

六
十

「【
問
】
質
問
す
る
。
念

仏
以
外
の
行
が
五
逆
罪
を
滅
す
る
と
い
う
経
文
の
証
拠
は
多
い
（『
法
華
經
』
提
婆
品
に
提
婆

達
多
が
未
来
に
成
仏
す
る
こ
と
の
予
言
を
得
た
こ
と
を
説
き
、『
涅
槃
經
』
に
は
、
阿

世
王

が
悟
り
を
開
い
た
こ
と
を
説
き
、
本
集
に
引
用
す
る
『
六
波
羅
蜜
經
』
に
は
真
言
が
五
逆
罪
を

滅
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
等
）。【
答
】
答
え
る
。
念
仏
以
外
の
行
が
す
べ
て
五
逆
罪
を
滅
し

な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
今
論
じ
て
い
る
の
は
、
五
逆
の
罪
人
は
命
終
の
時
に
臨
ん

で
、〔
重
ね
て
き
た
罪
に
よ
っ
て
〕
与
果
の
は
た
ら
き
を
起
こ
す
の
で
は
あ
る
が
（「
与
果
」
と

は
結
果
が
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
す
る
と
き
、〔
過
去
に
作
っ
た
〕
原
因
が
は
た
ら
き
を
与
え
て

現
在
に
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
『
倶
舎
論
』
等
で
説
く
存
在
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
地
獄
の
火
が
現
れ
る
時
を
云
っ
て
い
る
。）、〔
最
後
の
〕
十
念
の
功
徳
に
よ
っ
て
罪
を
滅
し

て
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
〔
五
逆
罪
を
滅
す
る
〕
規
準
と
す
る
の
で

あ
る
。
念
仏
以
外
の
行
は
そ
う
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
『
観
無
量
寿
経
』
の
経
文
そ
の
も
の
に

し
た
が
っ
て
、
こ
の
義
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
る23

）

。」。
考
察
す
る
と
、
こ
の
文
の
意
図
は
、
念

仏
以
外
の
行
は
ま
っ
た
く
五
逆
罪
を
滅
す
る
は
た
ら
き
が
無
い
と
言
う
の
で
は
な
い
。
極
悪
最

下
の
素
質
の
者
で
あ
っ
て
、
し
か
も
命
終
に
臨
ん
で
は
、
た
だ
念
仏
だ
け
が
五
逆
罪
を
滅
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

○
「
爲
極
悪
最
下
」
等
と
は
、
本
来
の
意
味
に
あ
わ
せ
て
、
内
在
す
る
問
題
点
に
納
得
の
い
く

解
釈
を
与
え
る
意
図
が
あ
る
。
問
題
点
と
は
前
に
挙
げ
た
〔
良
忠
〕『
決
疑
鈔
』
の
問
い
に
い

う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
納
得
の
い
く
解
釈
と
は
、
そ
の
（
作
る
と
こ
ろ
の
五
逆
罪
と
い
う
）
業
障

【
本
文
】
加

之
、
下
品
下
生ハ
是レ
五
逆
重
罪ノ
之
人ナリ
也
。
而ルニ
能ク
除

滅スルハ
逆
罪ヲ
餘
行ノ
所

不ル
堪へ
。
唯
有テ
念
佛ノ
之
力ノミ
堪タリ
能ク
滅スルニ
於
重
罪ヲ
。
故ニ

爲メニ
極
（
六
四
右
）

最
下ノ
之
人ノ
而モ
説ク
極
善
最
上ノ
之
法ヲ
。

二
六

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号



鈍
同
じ
か
ら
ず
。
今
は
是
れ
極
悪
最
下
の
人
な
り
。
故
に
此
〔
の
〕

機
に
對
し
て
極
善
最
上
の
念
佛
を
説
く
な
り
。（
六
四
左
）

◎
後
に
引
例
に
二
。
先
づ
天
臺
の
例
を
引
く
。
亦
二

初
〔
め
〕

に
正
〔
し
〕
く
例
を

ぐ
。

【
講
義
】
天
臺
に
は
見
思
、
塵
沙
、
無
明
の
三
惑
に
一
切
の
煩
悩
を

攝
す
。
而
し
て
之
を

ず
る
者
を
空
、

、
中
の
三

と
爲
す
。
三

惑
は
所
治
の
病
に
し
て
、
三

は
能
治
の
藥
な
り
、
言
ふ
所
の
無
明

は
、
根
本
に
し
て
見
思
、
塵
沙
は
枝
末
な
り
。
譬
へ
ば
、
江
河
の
派

流
を
異
に
す
れ
ど
も
、
齊
し
く
淵
源
よ
り
出
づ
る
が
如
し
。
又
、
三

の
中
に
於
て
中
道
は
深
理
に
し
て
、
空
、

二

の
根
本
た
り
。

譬
〔
へ
〕
ば
、
人
體
の
皮
肉
は
五
臓
六
腑
よ
り
起
る
が
如
し
。
故
に

無
明
を
淵
源
に
譬
へ
、
中
道
を
腑
臓
に
喩
ふ
。
例
證
の
意
は
、
空

二

の
但
だ
見
・
思
・
塵
沙
の
惑
を

ず
る
は
、
定
散
二
善
の
但
だ

善
機
を
化
す
る
如
く
、
中
道

の
無
明
を

ず
る
は
念
佛
の
獨
り

人
を
化
す
る
如
し
。（『
鈔
』
四

六
十

取
意
）。
但
し
圓
教
に
は

三
諦
圓
融
の
旨
を
談
ず
る
が
故
に
、
三

・
三
惑
倶
に
本
末
を
論
ず

べ
（
可
）
か
ら
ざ
れ
ど
も
、
今
は
別
教
所
談
に
依
る
と
知
る
べ
し

（『
牒
』
九

二
七

）。

に
お
い
て
は
差
別
は
な
い
が
、
そ
の
人
の
素
質
を
論
じ
る
と
利
鈍
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は

極
悪
最
下
の
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
素
質
に
対
し
て
（
五
逆
罪
を
除
滅
す
る
た
め
に

は
）
極
善
最
上
の
念
仏
を
説
く
の
で
あ
る
。

◎
後
に
二
つ
の
例
を
引
く
。
先
ず
天
台
〔
宗
〕
の
例
を
引
い
て
二
段
に
分
け
て
説
明
す
る
。
初

め
に
正
し
く
例
を
あ
げ
る
。

天
台
に
は
見
思24

）

、
塵
沙25

）

、
無
明26

）

の
三
惑
に
一
切
の
煩
悩
を
収
め
る
。
そ
し
て
こ
の
三
惑
を
断
じ

る
も
の
を
空
、
仮
、
中
の
三
観27

）

と
す
る
。
三
惑
は
治
療
さ
れ
る
病
で
あ
り
、
三
観
は
治
療
す
る

薬
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
無
明
は
根
本
で
あ
り
、
見
思
、
塵
沙
は
枝
葉
末
節
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
長
江
や
黄
河
の
支
流
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
元
を
た
ど
れ
ば
同
じ
み
な
も
と
（
淵
源
）
か

ら
出
て
い
る
こ
と
に
等
し
い
。
ま
た
、
三
観
の
中
で
は
中
道
は
奥
深
い
真
理
で
あ
り
、
空
、
仮

の
二
観
の
根
本
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
の
身
体
の
皮
肉
は
内
臓
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
の
と
同

様
で
あ
る
。
故
に
無
明
を
淵
源
に
た
と
え
、
中
道
を
内
臓
に
た
と
え
る
。
例
証
の
意
味
は
、
空

観
・
仮
観
の
二
観
が
、
た
だ
見
思
・
塵
沙
の
惑
の
み
を
断
ず
る
こ
と
は
、
定
善
・
散
善
の
二
善

が
た
だ
す
ぐ
れ
た
素
質
を
持
つ
人
の
み
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
様
で
あ
り
、
中
道
観
が

無
明
を
断
じ
る
こ
と
は
念
仏
の
み
が
悪
人
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
様
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。（『
決
疑
鈔
』
四

六
十28

）

取
意
）。
但
し
、
円
満
完
全
な
教
え
（
円
教
）
で
は
、
空
・

仮
・
中
の
三
諦
が
究
極
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
も
の
は
な
い
（
三
諦
圓
融
）
と
い
う
趣

旨
を
説
く
か
ら
、
三
観
・
三
惑
、
と
も
に
本
末
を
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
今

は
中
道
は
空
・
仮
と
は
別
物
だ
と
捉
え
る
、
菩
薩
だ
け
に
対
す
る
教
え
（
別
教
）
の
説
に
依
っ

て
い
る
と
理
解
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
（『
直
牒
』
九

二
七29

）

）。

【
本
文
】
例セバ
如シ
彼ノ
無
明
淵
源ノ
之
病ハ
非レバ
中
道
府
藏ノ
之
藥ニ
即
不ルガ
能ハ
治ス
。ルコト

二
七

桑
門
秀
我
『
選

本
願
念
佛
集
講
義
』
現
代
語
訳
注
｜
第
十
一
章
｜
（
上
野
忠
昭
）



◎
後
に
今
に
合
す
。（
六
五
右
）

◎
後
に
眞
言
の
例
を
引
く
中
〔
に
〕
二
。
初
〔
め
〕
に
正
〔
し
〕
く

例
を

ぐ
。
亦
二

先
に
總
釋
。

【
講
義
】「
弘
法
大
師
二
教
論
」
と
は
、『
顯
密
二
教
論
』
を
指
す
。

特
に
弘
法
大
師
の
字
を
冠
す
る
は
、
道
安
の
『
二
教
論
』
に
簡
別
せ

ん
が
爲
な
り
。

○
「
第
三
法
寶
」
と
は
、
法
寶
に
就
て
教
・
理
・
行
・
果
の
四
法
あ

り
。
此
〔
の
〕
經
の
中
、
第
一
に
理
果
法
寶
、
第
二
に
行
法
寶
、
第

三
に
教
法
寶
を
明
〔
か
〕
す
。
今
は
即
〔
ち
〕
第
三
教
法
寶
の
文
な
り
。

○
「
調
伏
純
熟
」
と
は
、「
調
」
は
三
業
を
調
練
し
「
伏
」
は
過
非

を
制
伏
す
る
な
り
。
調
練
制
伏
し
て
能
く
機
根
を
成
熟
す
る
を
純
熟

と
云
〔
ふ
〕。

○
「
阿
難
陀
等
」
と
は
、
此
〔
の
〕
下
に

ぐ
る
所
の
五
藏
結
集
の

人
を
出
す
。
謂
く
、
阿
難
は
素
咀
纜
、
優
婆
離
は
毘
奈
耶
、
迦

延

は
阿
毘
達
磨
、
文
珠

〔
マ
マ
〕

は
般
若
、
金
剛
手
は
陀
羅
尼
藏
を
結
集
す
。

今
四
人
を
略
し
て
「
等
」
と
云
〔
ふ
〕。

○
「
素
咀
纜
」
等
と
は
、
以
下
の
五
藏
は
皆
な
梵
語
な
り
。
素
咀
纜
、

此
（
こ
こ
）
に
契
經
と
翻
ず
。
上
は
法
の
眞
理
に
契かな
ひ
、
下
は
所
化

◎
後
に
〔
天
台
の
例
を
〕
今
の
議
論
に
合
わ
せ
て
解
釈
す
る
。

◎
後
に
真
言
〔
宗
〕
の
例
を
引
い
て
二
段
に
分
け
て
説
明
す
る
。
初
め
に
正
し
く
例
を
あ
げ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
ま
た
二
段
に
分
け
る
。
先
に
全
体
的
な
説
明

「
弘
法
大
師
二
教
論
」
と
は
、『〔
弁
〕
顕
密
二
教
論30

）

』
を
指
す
。
特
に
弘
法
大
師
の
字
を
上
に

つ
け
る
の
は
、
道
安
の
『
二
教
論31

）

』
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。

○
「
第
三
法
宝
」
と
は
、
法
宝
に
、
教
・
理
・
行
・
果
の
四
法32

）

が
あ
る
。
こ
の
『
六
波
羅
蜜

経33
）

』
の
中
で
、
第
一
に
理
果
法
宝
、
第
二
に
行
法
宝
、
第
三
に
教
法
宝
を
説
明
し
て
い
る
。
こ

れ
は
第
三
教
法
宝
を
説
明
し
て
い
る
文
で
あ
る
。

○
「
調
伏
純
熟
」
と
は
、「
調
」
は
三
業
に
訓
練
（
調
練
）
を
積
む
こ
と
、「
伏
」
は
過
ち
を
制

し
伏
し
て
現
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
（
制
伏
）
で
あ
る
。
調
練
制
伏
し
て
素
質
が
成
熟
す
る

こ
と
を
「
純
熟
」
と
云
う
。

○
「
阿
難
陀
等
」
と
は
、
こ
の
後
に
挙
げ
る
五
蔵
を
編
集
（
結
集
）
し
た
人
を
挙
げ
る
。
つ
ま

り
、
阿
難
は
経
蔵
、
優
婆
離
は
律
蔵
、
迦

延
は
論
蔵
、
文
殊
は
般
若
波
羅
蜜
多
蔵
、
金
剛
手

は
陀
羅
尼
藏
を
結
集
し
た
。
今
四
人
を
略
し
て
「
等
」
と
云
っ
て
い
る
。

○
「
素
咀
纜
」
等
と
は
、
以
下
の
五
蔵
は
す
べ
て
梵
語
で
あ
る
。
素
咀
纜
は
中
国
で
は
契
経
と

翻
訳
さ
れ
た
。
上
は
法
の
真
理
に
契かな
い
、
下
は
教
化
さ
れ
る
人
々
に
契かな
う
の
で
、「
契
」
と
云

【
本
文
】
今
、
此ノ
五
逆ハ
重
病ノ
淵
源ナリ。
亦
此ノ
念
佛ハ
靈
藥
府
藏ナ
。リ
非レバ
此ノ
藥ニ
者
何ゾ
治セン
此ノ
病ヲ
。

【
本
文
】
故ニ
弘
法
大
師ノ
二
教
論ニ
引テ
六
波
羅
密
（ママ）經ヲ

云
、
第
三ニ
法
寶トハ
者
所

謂ル
過
去
無
量ノ
諸
佛
所
説ノ
正
法ト
及ビ
我ガ
今ノ
所
説ト
。ナリ
所
謂ル
八
萬
四
千ノ
諸ノ

妙
法
蘊ナ
。リ
乃
至
調

伏シ
純

熟ス
有
縁ノ
衆
生ヲ
。
而モ
令シム
阿
難
陀
等ノ
諸
大
弟
子ヲシテ
一タビ
聞テ
於
耳ニ
皆

悉ク
憶
持セ
。
攝シテ
爲ス
五
分ト
。
一ニハ
素
咀

纜
、
二ニハ
毘
奈
耶
、
三ニハ
阿
毘
達
磨
、
四ニハ
般
若
波
羅
密
（ママ）多

、
五ニハ
六
五
左
）
陀
羅
尼
門ナ
。リ
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八

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号



の
機
に
契かな
ふ
が
故
に
、「
契
」
と
云
ひ
、
義
理
を
貫
穿
し
て
散
失
せ

ざ
ら
し
む
る
が
故
に
經
と
云
ふ
。
毘
奈
耶
、
此
に
調
伏
と
云
〔
ふ
〕

（
調
伏
の
解
は
上
に
出
す
）。
阿
毘
達
磨
、
此
に
對
法
と
云
ふ
。
法

と
は
所
對
の
境
、
即
ち
涅
槃
及
び
四
諦
な
り
。（
六
六
右
）
對
と
は
、

能
對
の
心
。
謂
く
、
無
漏
の
慧
を
以
て
四
諦
を
對

し
涅
槃
に
對
向

す
。
以
上
は
次
の
如
く
經
・
律
・
論
の
三
蔵
な
り
。
般
若
波

〔
マ
マ
〕

羅
密
多
、

此
に
慧
到
彼
岸
と
云
〔
ふ
〕。
是
れ
智
恵
に
因
て
涅
槃
の
彼
岸
に
到

る
の
義
な
り
。
陀
羅
尼
、
此
に
總
持
と
云
〔
ふ
〕。
善
法
を
總
集
し

て
持
し
て
失
は
ざ
ら
し
む
る
が
故
に
。
上
來
の
五
藏
に
就
て
大
小
顯

密
を
分
別
せ
ば
、
前
三
は
小
乘
、
後
二
は
大
乘
、
又
、
前
四
は
顯
教
、

後
一
は
密
教
な
り
。

◎
後
に
別
釋
に
二
。
初
〔
め
〕
に
總
じ
て
隨
根
化
物
を
示
す
。

◎
後
に
別
し
て
隨
根
爲
説
を
明
す
。
中
〔
に
〕
三
。
初
〔
め
〕
に
法

説
に
五
。
一
に
素
咀
纜
藏
。

【
講
義
】
自
下
三
節
、
經
・
律
・
論
三
藏
、
次
の
如
く
定
戒
慧
の
三

學
を
詮
す
。
故
に
各
機
の

欲
（
六
六
左
）
に
從
て
宣
説
し
た
ま
ふ

な
り
。

の
字
、
去
聲
に
呼
び
、

欲
の
義
と
爲
す
べ
し
。
下
の
三

の

の
字
、
皆
同
じ
。

い
、
義
理
を
貫
き
通
し
て
散
失
し
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
経
たていとと

云
う
。
毘
奈
耶
は
、
中
国
で
は

調
伏
と
云
う
（
調
伏
の
解
釈
は
上
に
あ
る
）。
阿
毘
達
磨
は
中
国
で
は
対
法
と
云
う
。
法
と
は

対
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
対
象
、
す
な
わ
ち
涅
槃
及
び
四
諦
で
あ
る
。
対
と
は
、
対
す
る
主
体
の

心
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
煩
悩
を
断
っ
た
け
が
れ
の
な
い
智
慧
に
よ
っ
て
四
諦
を
観
じ
、
涅
槃
に

対
し
て
向
か
う
。
以
上
は
順
序
通
り
に
経
・
律
・
論
の
三
蔵
で
あ
る
。
般
若
波
羅
蜜
多
は
中
国

で
は
慧
到
彼
岸
と
云
う
。
こ
れ
は
智
慧
に
よ
っ
て
涅
槃
の
彼
岸
に
到
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

陀
羅
尼
は
中
国
で
は
総
持
と
云
う
。
善
い
こ
と
が
ら
を
総
て
集
め
て
保
持
し
て
失
わ
な
い
よ
う

に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
上
記
の
五
藏
に
つ
い
て
、
大
乗
・
小
乗
、
顕
教
・
密
教
を
分
類
す
る
と
、

前
の
三
蔵
は
小
乗
、
後
の
二
蔵
は
大
乗
、
又
、
前
の
四
蔵
は
顕
教
、
後
の
一
蔵
は
密
教
で
あ
る
。

◎
後
に
二
段
に
分
け
て
個
々
の
説
明
を
す
る
。
初
め
に
素
質
に
応
じ
て
教
化
す
る
こ
と
を
総
体

的
に
示
す

◎
個
々
の
説
明
の
第
二
は
素
質
に
応
じ
て
教
え
が
説
か
れ
た
こ
と
を
三
段
に
分
け
て
説
明
す
る
。

最
初
は
経
文
の
説
明
。
五
段
に
分
け
る
う
ち
の
第
一
に
素
咀
纜
蔵
。

こ
れ
よ
り
以
下
の
三
節
は
経
・
律
・
論
の
三
藏
で
あ
り
、
順
序
通
り
に
定
・
戒
・
慧
の
三
学
を

明
ら
か
に
す
る
。
故
に
相
手
の
願
い
求
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
〔
三
蔵
を
〕
説
か
れ
た
の
で
あ

る
。「
楽
」
の
字
は
去
声
で
発
音
し
、
願
い
求
め
る
（
楽
欲
）
と
い
う
意
味
に
取
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
以
下
の
三
つ
の
楽
の
字
も
皆
同
様
で
あ
る
。

【
本
文
】
此ノ
五
種ノ
藏ヲモテ
教

化シ
有
情ヲ
隨テ
所ニ
應キ
度ス
而
爲メニ
説ク
之ヲ
。

【
本
文
】
若シ
彼ノ
有
情
フ

處シ
山
林ニ
常ニ
居シテ
間
寂ニ
修セント
靜
慮ヲ
者ノニハ
而モ
爲メニ
彼ガ
説ク
素
咀
纜
藏ヲ
。

二
九

桑
門
秀
我
『
選

本
願
念
佛
集
講
義
』
現
代
語
訳
注
｜
第
十
一
章
｜
（
上
野
忠
昭
）



○
「
靜
慮
」
と
は
、
本
と
色
界
の
定
に
名
く
。
謂
く
、
靜
は
欲
界
の

散
地
を
簡
び
、
慮
は
無
色
の
劣
慧
を
簡
ぶ
。
但
し
、
此
こ
は
、
出
世

間
一
切
の
禪
定
を
指
す
。

◎
二
に
毘
奈
耶
藏
。

【
講
義
】「
威
儀
」
と
は
、『
淨
業
記
』
に
云
く
、「
威
有
〔
り
〕
て

畏
る
べ
（
可
）
く
、
儀
有
〔
り
〕
て
像かたどる
べ
（
可
）
し
」
と
。
是
れ
、

律
儀
戒
法
を
云
ふ
。
第
十
二
章
に
戒
福
を
明
す
。
下
に
至
〔
っ
〕
て

知
る
べ
し
。

○
「
護
持
正
法
」
と
は
、
凡
そ
正
法
を
護
持
す
る
に
は
、
戒
律
に
依

ら
ざ
る
を
得
ず
。
次
上
に
「
習
威
儀
」
と
云
〔
ふ
〕
は
、
即
ち
「
令

法
久
住
」
の
爲
め
な
り
。
戒
は
佛
法
の
壽
命
と
は
蓋
し
是
の
謂
ひ
な

り
。

○
「
一
味
和
合
」
と
は
、
僧
は
和
合
を
以
て
義
と
す
。
譬
〔
へ
〕
ば
、

江
河
の
派
流
異
な
り
と
雖
も
、
大
海
に
入
れ
ば
（
六
七
右
）、
同
一

の
鹹かん
味み
と
成
る
が
如
し
。『
礼
讃
』
に
は
、「
同
入
和
合
海
」
と
云

〔
ふ
〕。

○
「
令
得
久
住
」
と
は
、
前
の
所
謂
る
正
法
を
し
て
久
し
く
世
に
止

住
せ
し
む
る
な
り
。

◎
三
に
阿
毘
達
磨
藏
。

○
「
静
慮
」
と
は
、
本
来
は
色
界
の
精
神
統
一
の
呼
称
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
静
」
と
い
う

語
は
、
欲
界
と
い
う
精
神
統
一
し
な
い
境
界
と
区
別
す
る
も
の
で
あ
り
、「
慮
」
と
い
う
語
は

無
色
界
に
お
け
る
働
き
の
鈍
い
智
慧34

）

と
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、
煩
悩
を

断
つ
た
め
に
働
く
す
べ
て
の
精
神
統
一
を
指
す
。

◎
第
二
に
毘
奈
耶
蔵
。

「
威
儀
」
と
は
、『
浄
業
記
』
に
「
威
厳
が
有
っ
て
人
が
畏
れ
従
い
、
風
儀
が
有
っ
て
人
が
倣

っ
て
し
ま
う
こ
と35

）

」
と
あ
る
。
こ
こ
は
、
戒
律
（
律
儀
戒
法
）
を
云
う
。
第
十
二
章
に
戒
福
を

説
明
し
て
お
り
、
そ
こ
に
至
っ
て
知
る
べ
き
で
あ
る
。

○
「
護
持
正
法
」
と
は
、
そ
も
そ
も
仏
の
正
し
い
法
を
護
り
伝
え
る
た
め
に
は
、
戒
律
に
依
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
前
に
「
習
威
儀
」
と
云
う
の
は
、
即
ち
「
仏
の
教
え
を
永
く
と
ど
め
さ

せ
る
（
令
法
久
住
）」
た
め
で
あ
る
。「
戒
は
佛
法
の
壽
命
い
の
ち

で
あ
る36

）

」
と
は
、
思
う
に
こ
の
意
味

で
あ
る
。

○
「
一
味
和
合
」
と
は
、
僧
は
和
合
が
本
来
の
意
味
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
長
江
や
黄
河
の
支

流
は
異
っ
て
い
て
も
、
大
海
に
入
れ
ば
、
同
一
の
塩
味
と
な
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。『
往
生
礼

讃
』
に
は
、「
同
入
和
合
海
」
と
云
っ
て
い
る
。

○
「
令
得
久
住
」
と
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
仏
の
正
し
い
教
え
を
久
し
く
世
に
と
ど
め
さ
せ

る
こ
と
で
あ
る
。

◎
第
三
に
阿
毘
達
磨
蔵
。

【
本
文
】
若シ
彼ノ
有
情
フニハ

習ヒ
威
儀ヲ
護

持シ
正
法ヲ
一
味
和
合シテ
令メント
得セ
久ク
住スルコトヲ
而モ
爲メニ
彼ガ
説ク
毘
奈
耶
藏ヲ
。
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【
講
義
】「
分
別
性
相
」
と
は
、
有
爲
無
爲
一
切
の
法
の
躰
性
相
状

な
り
。
謂
く
、
智
慧
を
以
て
諸
法
の
性
相
を
分
別
解
釋
す
る
な
り
。

○
「
循
環
研

」
と
は
『
牒
』
九

二
七

〔
に
〕「
師
〔
の
〕
仰

〔
せ
〕
に
云
〔
く
〕、
循
環
は
周
匝
の
義
、
所
詮
問
答
の
姿
な
り

（
也
）。
研

は
琢
磨
の
義
な
り
（
也
）。
所
詮
決

の
義
な
り

（
也
）。」

○
「
究
竟
甚
深
」
と
は
甚
深
な
る
法
門
の
義
理
を
推
し
究
む
る
を
云

〔
ふ
〕。

◎
四
に
般
若
藏
。

【
講
義
】「
大
乘
眞
實
智
慧
」
と
は
所
謂
る
般
若
な
り
。
般
若
と
は

何
ぞ
や
。
謂
く
、
諸
法
畢
竟
皆
空
と
解
了
す
る
智
慧
な
り
。
故
に
阿

毘
達
磨
小
乘
の
智
慧
に
簡
別
し
て
、
大
乘
眞
實
と
云
〔
ふ
〕。

○
「
我
法
執
着
」
と
は
、
五
蘊

和
合
の
衆
生
を
執
し
て
實
我
と
爲

す
を
我
執
と
云
ひ
、
五
蘊
等
の
諸
法
を
執
し
て
實
有
と
認
む
る
を
法

執
と
云
ふ
。
今
我
法
執
着
の

妄
分
別
を
離
れ
ん
と

欲
す
る
衆
生

の
爲
め
に
般
若
を
説
き
、
諸
法
皆
空
の
旨
を
明
し
て
、
我
法
二
執
を

離
れ
し
む
。

◎
五
に
陀
羅
尼
藏
。

「
分
別
性
相
」
と
は
、〔
性
相
と
は
〕
因
縁
の
和
合
に
よ
る
も
の
も
因
縁
に
よ
ら
な
い
も
の
も
、

す
べ
て
の
存
在
の
不
変
で
あ
る
実
体
（
体
性
）
と
外
に
現
れ
る
す
が
た
（
相
状
）
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
智
慧
を
以
て
す
べ
て
の
存
在
の
本
体
と
現
象
を
分
析
し
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。

○
「
循
環
研

」
と
は
〔
聖
冏
〕『
決
疑
鈔
直
牒
』
九

二
七

に
「
師37

）

は
次
の
よ
う
に
仰
せ

ら
れ
た
。
循
環
は
め
ぐ
り
ま
わ
る
（
周
匝
）
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
仏
の
教
え
に
説
か
れ
る
こ

と
を
問
答
す
る
姿
で
あ
る
。
研

は
研
ぎ
磨
く
（
琢
磨
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
仏
の
教
え
の

正
し
い
意
味
を
選
び
取
っ
て
結
論
を
出
す
と
い
う
意
味
で
あ
る38

）

。」
と
あ
る
。

○
「
究
竟
甚
深
」
と
は
こ
の
上
な
く
理
解
困
難
な
仏
の
教
え
の
真
意
を
推
し
は
か
っ
て
考
え
究

め
る
こ
と
を
云
う
。

◎
第
四
に
般
若
蔵
。

「
大
乗
真
実
智
慧
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
般
若
で
あ
る
。
般
若
と
は
何
か
と
い
う
と
、
す
べ
て
の

存
在
は
、
究
極
は
皆
空
で
あ
る
と
理
解
す
る
智
慧
で
あ
る
。
故
に
阿
毘
達
磨
小
乗
の
智
慧
と
区

別
し
て
、
大
乗
真
実
と
云
う
。

○
「
我
法
執
着
」
と
は
、
五
蘊39

）

が
仮
に
和
合
し
て
な
り
た
っ
て
い
る
衆
生
に
執
着
し
て
、
実
体

的
な
我
が
あ
る
と
す
る
こ
と
を
我
執
と
云
い
、
五
蘊
等
の
す
べ
て
の
存
在
に
対
し
て
執
着
し
て

実
体
と
し
て
有
る
と
認
め
る
こ
と
を
法
執
と
云
う
。
こ
こ
で
は
、
我
執
・
法
執
の
誤
っ
た
分
別

を
離
れ
た
い
と
願
う
衆
生
の
た
め
に
般
若
を
説
き
、
す
べ
て
の
存
在
は
実
体
が
な
く
皆
空
で
あ

る
と
い
う
旨
を
明
ら
か
に
し
て
、
我
法
二
執
を
離
れ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

◎
第
五
に
陀
羅
尼
蔵
。

【
本
文
】
若シ
彼ノ
有
情
ニハ

説キ
正
法ヲ
分

別シ
性
相ヲ
循
環
研
シテ

究

竟セント
甚
深ヲ
而モ
爲メニ
彼ガ
説ク
阿
毘
達
磨
藏ヲ
。

【
本
文
】
若シ
彼ノ
有
情
ニハ

習テ
大
乘
眞
實ノ
智
慧ヲ
離ント
於
我
法
執
著ノ
分
別ヲ
（
六
七
左
）
而モ
爲メニ
彼ガ
説ク
般
若
波
羅
密
（ママ）多

藏ヲ
。

三
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秀
我
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選
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【
講
義
】『
鈔
』
四

六
二

に
云
〔
く
〕、「

若
彼
有
情
不
能
受
持

等
と
は
（
者
）、
無
解
の
機
を

ぐ
（
智
解
な
き
が
故
に
受
持
す
る

能
は
ず
）。

或
復
有
情
造
諸

業

等
と
は
（
者
）、
無
行
の
機
を

ぐ
（
是
れ
造
悪
の
人
な
る
が
故
に
行
無
き
こ
と
知
る
べ
し
）」

○
「
四
重
八
重
」
と
は
、『
鈔
』
四

二
六

に
云
く
。「
男
に
四
重

を
立
て
、
女
に
八
重
を
立
つ
。
四
重
と
は
（
者
）、
婬
・

・
殺
・

妄
、
八
重
と
は
（
者
）、
四
重
は
前
の
如
し
。
五
に
摩

、
六
に
八

事
（
一
に
捉
手
、
二
に
捉
衣
、
三
に
入
屛
處
、
四
に
共
立
、
五
に
共

語
、
六
に
共
行
、
七
に
身
相
ひ
倚
る
、
八
に
共
期
）、
七
に
覆
尼
、

八
に
隨

」。

○
「
五
無
間
罪
」
と
は
、
五
逆
な
り
。
之
を
造
る
者
、
決
定
し
て
無

間
獄
に

す
べ
し
。
故
に
、
果
に
從
へ
て
無
間
罪
と
云
ふ
。
但
し
、

五
逆
に

複
の
別
あ
り
。『
頌
見
』
八

六
二

に
釋
す
る
が
如
し
。

○
「
謗
方
等
經
一

提
」
と
は
、『
鈔
』
四

六
二

〔
に
〕、「
因
果

を
信
ぜ
ざ
（
不
）
る
を
一

提
と
名
け
、
大
乘
を
信
ぜ
ざ
（
不
）
る

を
謗
方
等
と
名
く
。」
云
ふ
。

◎
次
に
譬
説
。

〔
良
忠
〕『
決
疑
鈔
』
四

六
二

に
、「

若
彼
有
情
不
能
受
持

等
と
は
、
知
識
に
よ
る
理

解
の
無
い
者
を
挙
げ
る
（
智
慧
に
よ
る
理
解
が
無
い
の
で
受
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
）。

或

復
有
情
造
諸

業

等
と
は
、
悟
り
に
到
達
す
る
た
め
の
修
行
の
無
い
者
を
挙
げ
る
（
こ
れ
は

造
悪
の
人
で
あ
る
の
で
修
行
が
積
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い40

）

）」

と
あ
る
。

○
「
四
重
八
重
」
と
は
、〔
良
忠
〕『
決
疑
鈔
』

二
六

に
、「
男
に
四
つ
の
教
団
追
放
と
な
る

罪
（
四
重
）
を
立
て
、
女
に
八
つ
の
罪
（
八
重
）
を
立
て
る
。
四
重
と
は
、
婬
・

・
殺
・
妄
、

八
重
と
は
、
四
重
は
前
（
男
）
と
同
じ
で
、
五
に
比
丘
の
腋
よ
り
下
、
膝
よ
り
上
に
触
れ
、
ま

た
比
丘
か
ら
そ
う
さ
れ
る
こ
と
（
摩

）、
六
に
八
事
（
一
に
手
を
と
る
（
捉
手
）、
二
に
衣
を

捉
え
る
（
捉
衣
）、
三
に
隠
れ
た
と
こ
ろ
に
入
る
（
入
屛
處
）、
四
に
共
に
立
つ
（
共
立
）、
五

に
共
に
語
る
（
共
語
）、
六
に
共
に
歩
く
（
共
行
）、
七
に
相
い
寄
る
（
身
相
ひ
倚
る
）、
八
に

も
う
一
度
会
お
う
と
約
束
す
る
（
共
期
））、
七
に
他
の
比
丘
尼
の
教
団
追
放
と
な
る
罪
を
知
り

な
が
ら
言
わ
ぬ
こ
と
（
覆
尼
）、
八
に
出
家
教
団
と
別
に
居
住
す
る
処
罰
を
受
け
て
い
る
比
丘

に
従
う
こ
と
（
随
挙

）
で
あ
る41

）

。」
と
あ
る
。

○
「
五
無
間
罪
」
と
は
、
五
逆
で
あ
る
。
こ
の
罪
を
造
る
者
は
、
必
ず
無
間
地
獄
に

ち
る
。

果
に
因
ん
で
名
づ
け
て
無
間
罪
と
云
う
。
但
し
、
五
逆
に
単
と
複
の
別
が
あ
る
。〔
聖
冏
〕『
二

蔵
義
見
聞
』
八

六
二42

）

に
解
釈
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

○
「
謗
方
等
経
一

提
」
と
は
、〔
良
忠
〕『
決
疑
鈔
』
四

六
二

に
、「
因
果
の
道
理
を
信

じ
な
い
者
を
一

提
と
名
づ
け
、
大
乗
を
信
じ
な
い
者
を
謗
方
等
と
名
づ
け
る
。」
と
云
う43

）

◎
素
質
に
応
じ
て
教
え
が
説
か
れ
た
こ
と
の
説
明
の
第
二
、
譬
喩
を
説
く
。

【
本
文
】
若シ
彼ノ
有
情
不

能ハ
受ニ
持スルコト
契
經
調
伏
對
法
般
若ヲ
。
或ハ
復タ
有
情アテ
造ランニ
諸ノ

業タル
四
重
八
重
五
無
間
罪
謗
方
等
經
一

提
等ノ
種
種ノ

重
罪ヲ
使ルニハ
得テ
銷
滅スルコトヲ
速
疾ニ
解
脱シ
頓ニ
悟ラ
涅
槃ヲ
而モ
爲メニ
彼ノ
説ク
諸ノ
（
六
八
右
）
陀
羅
尼
藏ヲ
。

三
二

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号



◎
後
に
合
釋
。

【
講
義
】
此
〔
の
〕
一
節
、
句
調
同
じ
か
ら
ず
。
或
〔
い
〕
は
、

「
猶
如
」、「
譬
如
」
等
の
字
を
加
へ
、
或
〔
い
〕
は
、「
者
」、「
之
」

等
の
助
字
を
用
〔
ゐ
〕
る
が
如
き
、
唯
是
れ
四
字
の
句
を
作
〔
ら
〕

ん
が
爲
め
の
み
（
耳
）。

○
五
味
を
以
て
次
の
如
く
五
藏
に
配
當
す
れ
ど
も
、
天
臺
家
所
判
の

如
く
一
一
濃
淡
相
生
の
次
第
あ
る
（
六
九
右
）
に
非
ず
。
唯
、
前
四

味
を
總
じ
て
顯
教
に
比
し
、
醍
醐
の
一
味
を
密
教
の
勝
益
に
譬
へ
し

の
み
。

◎
後
に
今
に
合
す
。

【
講
義
】「
念
佛
如
總
持
」
と
は
、
問
〔
ふ
〕。
眞
言
念
佛
倶
に
逆
罪

を
滅
せ
ば
、
何
の
異
〔
な
〕
り
あ
る
や
。
答
〔
ふ
〕。
法
門
に
約
せ

ば
、
眞
言
も
念
佛
も
同
〔
じ
〕
く
逆
を
滅
す
と
雖
も
、
若
し
機
根
に

約
せ
ば
差
別
無
き
に
非
ず
。
謂
く
。
眞
言
は
上
根
を
化
し
念
佛
は
下

◎
素
質
に
応
じ
て
説
か
れ
た
こ
と
の
説
明
の
最
後
は
、
譬
喩
が
五
法
蔵
を
ど
う
譬
え
て
い
る
か

を
解
釈
す
る
。

こ
の
一
節
は
文
章
の
調
子
が
一
定
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、「
猶
如
」、「
譬
如
」
等
の
字
を
加

え
た
り
、
あ
る
い
は
、「
者
」、「
之
」
等
の
助
字
を
用
い
た
り
し
て
い
る
の
は
、
た
だ
四
字
の

句
を
作
る
た
め
で
あ
る
。

○
五
味
を
、
順
序
通
り
に
五
藏
に
配
当
し
て
い
る
が
、
天
台
宗
の
教
判
の
よ
う
に
、
一
つ
一
つ

濃
淡
・
相
生
の
次
第44

）

が
あ
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
前
の
四
味
を
ま
と
め
て
顕
教
に
譬
え
、

醍
醐
の
一
味
を
密
教
の
勝
れ
た
利
益
に
譬
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

◎
最
後
に
、
今
の
議
論
に
合
わ
せ
て
解
釈
す
る
。

「
念
仏
如
総
持
」
と
は
、【
問
】
質
問
す
る
。
真
言
も
念
仏
も
と
も
に
五
逆
罪
を
滅
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
ど
う
違
う
と
い
う
の
か
。【
答
】
答
え
る
。
教
え
に
つ
い
て
い
う
と
、
真
言
も
念
仏

も
同
じ
く
五
逆
罪
を
滅
す
る
が
、
行
者
の
素
質
に
つ
い
て
い
う
と
差
別
が
な
い
こ
と
は
な
い
。

つ
ま
り
、
真
言
は
素
質
の
す
ぐ
れ
た
者
を
導
き
、
念
仏
は
素
質
の
劣
っ
た
者
に
利
益
を
与
え
る

【
本
文
】
此ノ
五
法
藏ハ
譬バ
如シ
乳
酪
生

熟

及ビ
妙
醍
醐ノ
。（
六
八
左
）

【
本
文
】
契
經ハ
如ク
乳
、
調
伏ハ
如ク
酪
、
對
法
教ハ
者
如ク
彼ノ
生
ノ

、
大
乘
般
若ハ
猶シ
如ク
熟
ノ

、
總
持
門ハ
者
譬バ
如シ
醍
醐ノ
。
醍
醐ノ
之
味ハ
乳
酪
ノ

中ニ
微

妙
第
一ナ
。リ
能ク
除テ
諸ノ
病ヲ
令シム
諸ノ
有
情ヲシテ
身
心
安

ナラ。
總
持
門トハ
者
契
經
等ノ
中ニ
最モ
爲ス
第
一ト
。
能ク
除テ
重
罪ヲ
令ム
諸ノ
衆
生ヲシテ
解

脱シテ
生

死ヲ
速ニ
證セ
涅
槃
安
ノ

法
身ヲ

已
上

【
本
文
】
此ノ
中ニ
五
無
間
罪トハ
者
是レ
五
逆
罪ナリ
也
。
即
非ハ
醍
醐ノ
妙
藥ニ
者
五
無
間ノ
病
甚ダ
爲レ
難シ
療シ
。
念
佛モ
亦

然ナ
。リ
往
生
教ノ
中ニハ
念
佛
三
昧ハ
是レ
如ク

總
持ノ
、
亦
如シ
醍
醐ノ
。
若シ
非ハ
念
佛
三
昧
醍
醐ノ
之
藥ニ
者
、
五
逆
深
重ノ
病
甚ダ
爲レ45

）

難シ
治シ
。
應ニシ
知ル
。
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根
を
益
す
る
を
以
て
、
本
（
六
九
左
）
意
と
す
。
全
く
同
日
の
論
に

非
ず
（『
鈔
』
四

六
二

）。

◎
三
に
念
佛
下
上
に
在
る
こ
と
を
隨
難
す
。

【
講
義
】「
若
爾
」
と
は
、
前
段
に
下
下
品
は
五
逆
の
罪
人
な
る
が

故
に
之
に
對
し
て
念
佛
を
説
く
と
云
〔
ふ
〕
を
承
〔
け
〕
て
隨
難
す
。

○
「
十
悪

罪
」
と
は
、
十
悪
即
ち

罪
な
り
。
謂
〔
は
〕
く
、
下

三
（
七
十
右
）
品
の
中
に
於
て
下
上
品
は
十
悪
の
機
、
下
中
品
は
破

戒
の
類
、
下
下
品
は
五
逆
の
罪
人
な
り
。
故
に
次
の
如
く
之
を

・

次
・
重
罪
と
云
ふ
。

○
「
或
有
消
一
」
等
と
は
、『
鈔
』
四

六
四

に
『
智
論
』
を
引

て
云
く
、「
復
た
次
に
念
佛
三
昧
は
能
く
種
々
の
煩

及
び
先
世
の

罪
を
除
く
。
餘
の
諸
の
三
昧
は
能
く
婬
を
除
く
瞋
を
除
く
能
は
ざ

（
不
）
る
有
り
。
能
く
瞋
を
除
く
婬
を
除
く
能
は
ざ
（
不
）
る
有
り
。

能
く
癡
を
除
く
婬
恚
を
除
く
能
は
ざ
（
不
）
る
有
り
。
能
く
三
毒
を

除
〔
き
〕
て
先
世
の
罪
を
除
く
能
は
ざ
（
不
）
る
有
り
。
是
の
念
佛

三
昧
は
能
く
種
々
の
煩

、
種
々
の
罪
を
除
く
」
と
。

〇
阿
伽
陀
は
梵
語
、
此
〔
こ
〕
に
普
法
と
云
ふ
。
普
く
一
切
の
病
を

去
る
が
故
に
。

〇
王
三
昧
と
は
餘
に
勝
る
る
義
を
顯
は
す
。
王
本
願
に
例
し
て
知
る

こ
と
を
、
本
来
の
目
的
と
す
る
。
全
く
日
を
同
じ
く
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（〔
良
忠
〕

『
決
疑
鈔
』
四

六
二46

）

）。

◎
答
の
第
三
段
は
、
念
仏
が
下
品
上
生
に
説
か
れ
る
こ
と
を
難
点
に
随
っ
て
〔
解
釈
す
る
〕。

「
若
爾
」
と
は
前
段
で
、
下
品
下
生
は
五
逆
の
罪
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
念
仏
を
説

く
と
云
う
の
を
受
け
て
、
引
き
つ
づ
き
難
詰
す
る
。

○
「
十
悪
軽
罪
」
と
は
、
十
悪
は
軽
罪
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
下
三
品
の
中
で
下
品
上
生
は
十
悪

の
者
、
下
品
中
生
は
破
戒
の
者
、
下
品
下
生
は
五
逆
の
罪
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
順
序
通

り
に
こ
れ
を
「
軽
罪47

）

・
次
罪48

）

・
重
罪49

）

」
と
云
う
の
で
あ
る
。

○
「
或
有
消
一
」
等
と
は
、〔
聖
冏
〕『
決
疑
鈔
』
四

六
四

に
〔
竜
樹
〕『
大
智
度
論50

）

』
を

引
用
し
て
、「
ま
た
次
に
、
念
仏
三
昧
は
、
種
々
の
煩
悩
及
び
前
世
の
罪
を
除
く
こ
と
が
で
き

る
。
他
の
諸
の
三
昧
は
貪
欲
を
除
く
こ
と
は
で
き
る
が
瞋
恚
を
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が

あ
る
。
瞋
恚
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
が
貪
欲
を
除
く
事
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
愚
癡
を
除

く
こ
と
が
で
き
る
が
貪
欲
・
瞋
恚
を
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
現
世
に
お
け
る
三

毒
の
煩
悩
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
が
前
世
の
罪
を
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の

念
仏
三
昧
は
、
種
々
の
煩

、
種
々
の
罪
を
除
く
こ
と
が
で
き
る51

）

。」
と
あ
る
。

〇
「
阿
伽
陀
」
は
梵
語
で
あ
る
。
中
国
で
は
普
法
と
云
う
。
普
く
一
切
の
病
を
去
る
か
ら
で
あ

る
。

〇
王
三
昧52

）

と
は
、
他
の
〔
三
昧
に
〕
勝
る
と
い
う
意
味
を
表
す
。
王
本
願
と
例
と
し
て
理
解
せ

【
本
文
】
問
曰
、
若シ
爾バ
者
下
品
上
生ハ
是レ
十

罪ノ
之
人ナリ。
何ガ
故ゾ
説クヤ
念
佛ヲ
乎
。
答
曰
、
念
佛
三
昧ハ
重
罪
尚ホ

滅ス
何ニ

況ヤ

罪ヲヤ
哉
。
餘
行ハ
不

然ラ
。
或ハ
有リ
滅シテ

而
不ル
滅セ
重ヲ
。
或ハ
有リ
消シテ
一ヲ
而
不ル
消セ
二ヲ
。
念
佛ハ
不

然ラ
。

重
兼ネ

滅シ
一
切
遍ク

治ス
。
譬バ
如シ
阿
伽
陀
藥ノ
徧ク

治スルガ
一
切ノ
病ヲ
。
故ニ
以

念
佛ヲ
爲ス
王
三
昧ト
。
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べ
し
。

◎
四
に
九
品
互
通
を
明
す
に
二
。
先
に
直
釋
。

【
講
義
】「
五
逆
廻
心
」
等
と
は
、
自
下
再
往
互
〔
ひ
〕
に
通
ず
る

こ
と
を
明
す
。
凡
そ
九
品
に
横
竪
あ
り
。『

經
』
に
上
上
品
は
讀

誦
大
乘
、
乃
至
、
下
下
品
は
十
念
と
云
〔
ふ
〕
が
如
く
、
一
品
に
各

一
行
の
受
法
を
當あつ
る
は
是
れ
竪
な
り
。
當
文
に
「
九
品
配
當
是
れ
一

往
の
義
」
と
云
ふ
即
〔
ち
〕
是
〔
れ
〕
な
り
。『
大
經
』
に
三
輩
各

菩
提
心
・
念
佛
を
明
す
が
如
き
は
是
れ
横
な
り
。
當
文
の
意
は
上
上

品
に
讀
誦
大
乘
よ
り
十
念
に
至
る
九
品
あ
り
。
乃
至
下
下
品
に
も
亦

讀
誦
大
乘
よ
り
十
念
に
至
る
九
品
あ
り
。
故
に
「
九
九
八
十
一
品
」

あ
り
。
是
れ
横
の
義
に
約
し
て
談
ず
。。
但
し
、
八
十
一
品
、
猶
ほ

是
れ
横
に
約
す
る
一
往
の
説
な
り
。
實
に
は
無
量
無
数
の
品
あ
り
。

是
に
由
〔
っ
〕
て
、
下
に
迦
才
の
『
淨
土
論
』
を
引
〔
い
〕
て
之
を

知
ら
し
む
。

而
し
て
五
逆
上
上
に
通
ず
る
に
就
て
、『
牒
』
九

二
九

に
二
説

あ
り
。
大
圓
の
説
は
下
下
に
九
品
あ
る
中
の
上
上
に
通
ず
と
云
ひ
、

正
義
の
意
は
竪
の
上
上
に
通
ず
と
云
ふ
。
問
〔
ふ
〕。
十
念
直
ち
に

上
上
に
通
ず
と
や
せ
ん
、
將
々
念
數
を
増
す
と
や
せ
ん
。
答
〔
ふ
〕。

『
鈔
』
四

六
四

〔
に
〕
二
義
あ
り
。
云
〔
く
〕。
若
し
命
延
び
日

よ
。

◎
答
え
の
四
段
、
九
品
は
互
い
に
通
じ
る
こ
と
を
二
段
に
分
け
て
説
明
す
る
。
先
ず
は
経
文
に

対
す
る
直
接
の
解
釈
。

「
五
逆

心
」
等
と
は
、
以
下
、〔
形
式
的
に
は
九
品
に
配
当
し
て
は
い
る
が
〕
突
き
詰
め
る

と
九
品
が
互
い
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
も
そ
も
、
九
品
に
横
と
竪たて
が
あ
る
。

『
観
無
量
寿
経
』
で
、
上
品
上
生
は
読
誦
大
乗
、
乃
至
、
下
品
下
生
は
十
念
と
云
う
よ
う
に
、

一
品
に
そ
れ
ぞ
れ
一
行
を
配
当
し
て
説
い
て
い
る
と
す
る
の
は
竪
で
あ
る
。
こ
の
文
に
、「
九

品
配
当
是
れ
一
往
の
義
」
と
云
う
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。『
無
量
寿
経
』
に
三
輩
そ
れ
ぞ
れ

に
菩
提
心
と
念
仏
を
明
示
す
る
の
は
横
で
あ
る
。
こ
の
文
の
意
味
は
、
上
品
上
生
に
読
誦
大
乗

よ
り
十
念
に
至
る
九
品
が
あ
る
。
乃
至
、
下
品
下
生
に
も
ま
た
読
誦
大
乗
よ
り
十
念
に
至
る
九

品
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
九
九
八
十
一
品
」
あ
る
。
こ
れ
は
横
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
八
十
一
品
も
、
横
に
つ
い
て
の
形
式
的
な
説
明
で
あ
る
。
実
際
に
は
無

量
無
数
の
品
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
後
に
迦
才
の
『
浄
土
論
』
を
引
用
し
て
こ
の
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
五
逆
罪
を
犯
し
た
者
も
上
品
上
生
に
通
じ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、〔
聖
冏
〕『
決

疑
鈔
直
牒
』
九

二
九53

）

に
二
説
あ
る
。
大
圓54

）

の
説
は
下
品
下
生
の
中
に
九
品
あ
る
う
ち
の
上

品
上
生
に
通
じ
る
と
云
い
、
白
旗
正
義
で
は
竪
の
上
品
上
生
に
通
じ
る
と
云
う
。【
問
】
質
問

す
る
。
十
念
は
直
ち
に
上
品
上
生
に
通
じ
る
の
か
、
は
た
ま
た
、
念
仏
の
数
を
増
や
さ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
す
る
の
か
。【
答
】
答
え
る
。〔
良
忠
〕『
決
疑
鈔
』
四

六
四55

）

〔
に
〕
二
つ
の

【
本
文
】
凡ソ
九
品ノ
配
當ハ
是レ
一
往ノ
義ナ
。リ
五
逆ノ

心
通ジ
於
上
上ニ
、
讀
誦ノ
妙
行
亦
通ズ
下
下ニ
。
十

罪
破
戒
次
罪
各
通ジ
上
下ニ
、
解
第
一
義
發
菩

提
心
亦
通ズ
上
下ニ
。
一
法ニ
各
有リ
九
品
。
若シ
約セバ
品
即
九
（
七
十
左
）
九
八
十
一
品ナリ
也
。

三
五

桑
門
秀
我
『
選

本
願
念
佛
集
講
義
』
現
代
語
訳
注
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（
上
野
忠
昭
）



積
り
運
心
年たけなわな
る
者
は
、
設
ひ
逆
者
と
雖
も
上
上
に
生
ず
べ

（
可
）
し
。
念
（
七
一
右
）
數
多
〔
き
〕
が
故
に
。
今
、
通
と
言

〔
ふ
〕
は
（
者
）、
十
の
數
を
取
る
に
非
〔
ず
〕。
經
に
下
品
に
置
く

は
臨
終
廻
心
時
短
促
な
る
が
故
な
り
（
第
一
義
念
數
の
多
少
に
約

す
）。
又
、
五
逆
の
十
念
、
直
〔
ち
〕
に
上
上
に
生
ず
べ
（
可
）
し
。

心
に
強
弱
有
る
が
故
に
（
第
二
義
、
心
の
強
弱
に
約
す
）。」。
又
、

『
鈔
』
四

六
五

〔
に
〕、「
問
〔
ふ
〕。
若
し
餘
の
諸
行
、
下
品56

）

に

通
ぜ
ば
（
者
）、
讀
誦
等
の
行
、

・
次
・
重
罪
を
化
す
る
や

（
耶
）。
答
〔
ふ
〕。
今
經
の
意
は
（
者
）、
唯
〔
だ
〕
念
佛
の
み
重

罪
の
者
を
濟
ふ
こ
と
を
明
す
。
故
に
極

最
下
の
（
之
）
機
の
爲
に
、

方
に
極
善
最
上
の
（
之
）
法
を
説
き
、
以
て
念57

）

佛
の
（
之
）
功
能
を

顯
〔
は
〕
す
（
也
）。
若
し
此
の
意
に
據
れ
ば
上
六
品
の
行
、
下
品58

）

に
生
ず
る
は
（
者
）、
只
〔
だ
〕
是
れ
善
人
の
中
に
其
〔
の
〕
機
最

劣
な
る
が
故
に
下
三
品
に
生
ず
る
な
り
（
也
）。
念
佛
の
重
罪
の
者

を
化
す
る
が
如
き
に
非
ず
。」

◎
後
に
引
證
結
成
。

【
講
義
】「
迦
才
云
」
等
と
は
、「
萬
別
也
」
に
至
る
ま
で
は
、『
淨

土
論
』
上

八
紙

の
文
な
り
。
是
れ
啻ただ
に
八
十
一
品
の
み
な
ら
ず
。

機
縁
千
差
萬
別
な
れ
ば
、
品
數
も
無
量
無
數
な
る
こ
と
を
示
す
。
但

し
、
此
〔
の
〕
論
文
は
、
迦
才
法
師
、
極

を
判
じ
て
報
化
二
土
に

解
釈
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
命
が
延
び
て
日
を
重
ね
極
楽
往
生
へ
の
思
い
が
年
々
盛
ん
に

な
る
者
は
、
た
と
え
五
逆
の
罪
を
犯
し
た
者
で
あ
っ
て
も
上
品
上
生
に
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

念
仏
の
数
が
多
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
今
、「
通
」
と
言
う
の
は
、
十
の
数
を
取
る
の
で
は
な

い
。『
観
無
量
寿
経
』
で
下
品
下
生
に
〔
十
念
を
〕
置
く
の
は
臨
終
に
回
心
し
た
の
で
は
（
念

仏
す
る
）
時
間
が
短
い
か
ら
で
あ
る
（
第
一
の
解
釈
は
念
仏
の
数
の
多
少
に
よ
っ
て
九
品
に
分

け
て
い
る
と
い
う
観
点
に
よ
る
）。
ま
た
、
五
逆
の
十
念
は
直
ち
に
上
品
上
生
に
生
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。〔
信
〕
心
に
強
弱
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
第
二
の
解
釈
は
〔
信
〕
心
の
強
弱
に
よ

っ
て
九
品
に
分
け
て
い
る
と
い
う
観
点
に
よ
る
）」。
ま
た
、『
決
疑
鈔
』
四

六
五59

）

、「【
問
】

質
問
す
る
。
若
し
念
仏
以
外
の
諸
行
も
下
品
に
通
じ
る
と
い
う
の
な
ら
、
読
誦
等
の
行
は
軽
い

罪
も
そ
れ
に
次
ぐ
罪
も
重
い
罪
も
除
く
の
か
。【
答
】
答
え
る
。
こ
の
『
観
無
量
寿
経
』
に
説

く
と
こ
ろ
は
、
た
だ
念
仏
の
み
重
罪
の
者
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
と
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意

図
す
る
。
し
た
が
っ
て
極
悪
最
下
の
者
の
た
め
に
、
ま
さ
に
極
善
最
上
の
法
を
説
き
、
そ
れ
に

よ
っ
て
念
仏
の
は
た
ら
き
を
明
ら
か
に
す
る
。
も
し
こ
の
経
文
の
意
図
に
よ
る
な
ら
ば
、
上
六

品
の
行
に
よ
っ
て
下
品
の
往
生
を
す
る
も
の
は
、
た
だ
善
人
の
中
で
も
、
素
質
が
最
も
劣
っ
て

い
た
の
で
下
三
品
の
往
生
と
な
る
の
で
あ
る
。
念
仏
が
重
罪
の
者
を
救
う
の
と
は
同
じ
で
は
な

い
。」
と
あ
る
。

◎
九
品
は
互
い
に
通
じ
る
こ
と
の
説
明
の
第
二
は
、
証
拠
を
引
用
し
て
結
論
づ
け
る

「
迦
才
云
」
等
と
は
、「
万
別
也
」
に
至
る
ま
で
は
、『
浄
土
論
』
上

八
紙60

）

の
文
で
あ
る
。

こ
れ
は
八
十
一
品
だ
け
で
は
な
く
、
教
え
を
受
け
る
衆
生
の
能
力
が
千
差
万
別
で
あ
る
か
ら
、

品
数
も
無
量
無
数
と
な
る
こ
と
を
示
す
。
た
だ
し
、
こ
の
論
の
文
は
、
迦
才
法
師
が
、
極
楽
を

判
定
し
て
報
化
二
土
に
通
じ
る
と
い
う
説
を
立
て
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
は

【
本
文
】
加

之
、
迦
才ノ
云
、
衆
生ノ
起
行
既ニ
有

千
殊
。
往
生シテ
見ルコト
土ヲ
亦
有リト
萬
別

也
。
莫レ
見テ
一
往ノ
文ヲ
而
起スコト
封
執ヲ
。

三
六

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号



通
ず
る
義
を
成
立
（
七
一
左
）
す
。
然
れ
ど
も
今
は
唯
、
起
行
無
量

な
れ
ば
品
位
も
亦
無
量
な
る
こ
と
を
證
す
る
の
み
（
耳
）。
通
報
化

の
義
を
取
る
に
非
ず
。
是
れ
所
謂
る

章
取
義
な
り
。「
千
殊
萬
別
」

と
は
是
れ
互
文
な
り
。

○
「
莫
見
一
往
文
」
等
以
下
は
上
の
義
を
結
成
す
。
謂
〔
は
〕
く
。

『

經
』
に
説
く
が
如
き
一
往
の
分
別
を
見
て
九
品
に
限
れ
り
と
固

執
す
る
莫
れ
。「
封
」
は
緘
な
り
。

◎
三
に
正
〔
し
〕
く
念
佛
の
功
能
を
明
す
。
中
に
五
。
一
に
念
佛
爲

勝
を
明
す
。

【
講
義
】「
其
中
」
と
は
、
其
の
言
は
上
の
九
品
互
通
の
義
を
指
す
。

○
「
引
分
陀
利
」
と
は
經
文
の
意
を
釋
す
。

◎
二
に
二
聖
爲
友
を
明
〔
か
〕
す
。

【
講
義
】「
加
之
」
の
二
字
は
、
念
佛
爲
勝
の
上
に
更
に
二
聖
爲
友

の
益
を
顯
は
す
意
な
り
。
此
〔
れ
〕
に
二
聖
を

〔
ぐ
〕
る
は
且
く

經
文
に
準
じ
、
又
、
其
〔
の
〕
勝
れ
た
る
に
約
す
。
實
に
は
二
十
五

菩
薩
諸
天
等
、
皆
相
ひ
影
護
す
。（
第
十
五
章
參
看
す
べ
し
。）

た
だ
、
起
行
が
無
量
で
あ
れ
ば
品
位
も
ま
た
無
量
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
す
る
た
め
に
の
み
、

こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
報
化
二
土
に
通
じ
る
と
い
う
説
を
取
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
い

わ
ゆ
る
断
章
取
義61

）

で
あ
る
。「
千
殊
万
別
」
と
は
互
文62

）

で
あ
る
。

○
「
莫
見
一
往
文
」
等
以
下
は
、
以
上
の
説
明
を
結
論
づ
け
る
。
つ
ま
り
、『
観
無
量
寿
経
』

に
説
か
れ
る
よ
う
な
一
応
の
区
別
を
見
て
九
品
に
限
ら
れ
る
と
固
執
し
て
は
い
け
な
い
。「
封
」

は
「
緘
（
と
じ
る
）」
で
あ
る
。

◎
宗
祖
の
私
見
の
第
三
段
は
、
ま
さ
し
く
念
仏
の
は
た
ら
き
を
説
明
す
る
。
そ
れ
に
五
段
あ
る
。

そ
の
第
一
段
は
念
仏
が
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

「
其
中
」
と
は
、「
其
」
の
語
は
上
の
九
品
が
互
い
に
通
じ
て
い
る
と
説
く
こ
と
を
指
す
。

○
「
引
分
陀
利
」
と
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
説
明
し
て
い
る
。

◎
念
仏
の
は
た
ら
き
を
説
明
す
る
第
二
段
、
観
音
・
勢
至
の
二
聖
を
友
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
。

「
加
之
」
の
二
字
は
念
仏
が
そ
の
他
の
行
に
対
し
て
勝
れ
て
い
る
と
す
る
上
に
、
さ
ら
に
観

音
・
勢
至
二
菩
薩
が
友
と
な
る
と
い
う
利
益
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で

観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
文
に
し
た
が
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
観
音
・
勢
至
が
勝
れ
て
い
る
こ
と
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
は

二
十
五
菩
薩
や
諸
天
等
も
皆
、
影
の
よ
う
に
護
る
の
で
あ
る
。（
第
十
五
章
を
参
照
せ
よ
。）

【
本
文
】
其ノ
中ニ
念
佛ハ
是レ
即
勝
行ナ
。リ
故ニ
引テ
分
陀
利ヲ
以テ
爲ス
其ノ
喩ト
。
譬ノ
意
應シ
知ル
。

【
本
文
】
加
之
、
念
佛
行
者ヲバ

音
勢
至
如ク
影ト
與ノ
形
暫モ
不

捨
離セ
。
餘
行ハ
（
七
二
右
）
不

爾ラ

三
七

桑
門
秀
我
『
選

本
願
念
佛
集
講
義
』
現
代
語
訳
注
｜
第
十
一
章
｜
（
上
野
忠
昭
）



◎
三
に
決
定
得
生
を
明
す
。

【
講
義
】「
餘
行
不
定
」
と
は
、
不
定
の
言
は
一
二
三
五
の
往
生
を

得
る
こ
と
を
顯
〔
は
〕
す
。
是
れ
三
心
具
し
難
き
が
故
な
り
。

◎
四
に
現
當
兩
益
を
明
す
。

【
講
義
】「
流
五
種
嘉
譽
」
と
は
、
前
に
既
に
辨
ず
る
が
如
し
。

「
流
」
と
は
傳
な
り
（
也
）。
是
れ
經
の
「
是
人
中
芬
陀
利
華
」
の

文
に
當
る
。

○
「
蒙
二
尊
影
護
」
と
は
、
經
の
「

音
勢
至
爲
其
勝
友
」
の
句
を

指
す
。

○
「
亦
往
生
」
等
の
二
句
は
經
の
「

〔
マ
マ
〕

當
座
道
場
」
等
の
二
句
の
意
な

り
。

◎
五
に
始
終
二
益
を
明
す
。

【
講
義
】『
授
記
經
』
の
文
は
取
意
な
り
。「
亦
有
滅
度
」
と
は
、
亦

◎
念
仏
の
は
た
ら
き
を
説
明
す
る
第
三
段
、
必
ず
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
。

「
餘
行
不
定
」
と
は
、
不
定
の
語
は
〔
百
人
の
中
に
〕
一
・
二
人
、〔
千
人
の
中
に
〕
三
・
五

人
が
往
生
を
で
き
る
こ
と
を
表
す
。
こ
れ
は
、
念
仏
以
外
の
行
で
は
三
心
を
具
足
す
る
こ
と
が

困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

◎
念
仏
の
は
た
ら
き
を
説
明
す
る
第
四
段
、
現
当
二
世
に
わ
た
る
利
益
を
明
ら
か
に
す
る
。

「
流
五
種
嘉
誉
」
と
は
前
に
既
に
説
明
し
た
と
お
り
で
あ
る
。「
流
」
と
は
「
伝
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
、『
観
無
量
寿
経
』
の
「
是
人
中
芬
陀
利
華
」
の
文
に
相
当
す
る
。

○
「
蒙
二
尊
影
護
」
と
は
、『
観
無
量
寿
経
』
の
「
観
音
勢
至
為
其
勝
友
」
の
句
を
指
す
。

○
「
亦
往
生
」
等
の
二
句
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
「
当
坐
道
場
」
等
の
二
句63

）

の
意
を
と
っ
て
い

る
。

◎
念
仏
の
は
た
ら
き
を
説
明
す
る
第
五
段
、
始
益
・
終
益
の
二
益
を
明
ら
か
に
す
る
。

『
授
記
經
』
の
文
は
取
意
で
あ
る
。「
亦
滅
度
」
と
は
、「
亦
」
の
語
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
も
の

【
本
文
】
又
念
佛ノ
者ヲバ
捨テ
命ヲ
已
後
決
定シテ
往

生ス
極

世
界ニ
。
餘
行ハ
不
定ナ
。リ

【
本
文
】
凡ソ
流ヘ
五
種ノ
嘉
譽ヲ
。
蒙ル
二
尊ノ
影
護ヲ
、
此ハ
是レ
現
益ナリ
也
。
亦
往

生シテ
淨
土ニ
乃
至
成
佛ス
。
此ハ
是レ
當
益ナリ
也
。（
七
二
左
）

【
本
文
】
又
道
綽
禪
師
於テ
念
佛ノ
一
行ニ
立ツ
始
終ノ
兩
益ヲ
。
安

集ニ
云
、
念
佛ノ
衆
生ヲバ
攝
取シテ
不

下
ハ捨

。
壽

盡レバ
必

生ズ
。
此ヲ
名ク
始
益ト
。
言ハ
終
益ト

者
依ルニ

音
授
記
經ニ
云ニ
、
阿
彌
陀
佛ノ
住
世
長
久
兆
載
永
劫ニシテ
亦
有リ
滅
度シ

下
コ
ト

。

般
涅
槃ノ
時
唯
有テ

音
勢
至

住

持シテ
安
ヲ

接

引ス
十

方ヲ
。
其ノ
佛ノ
滅
度
亦
與

住
世ノ
時
節

等
同ナ
。リ
然ルニ
彼ノ
國ノ
衆
生
一
切
無シ
（
七
三
右
）
有コト

上
ル見

佛ヲ
者
。
唯
有テ
一
向ニ
專ラ
念

阿
彌
陀
佛ヲ

往
生スル
者ノミ
常ニ
見ル
彌
陀
現
在シテ
不ルヲ
滅シ

下
ハ

此レ
即

是レ
其ノ
終
益ナリ
也
。

已
上

三
八
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の
言
の
表
す
る
所
、
念
佛
の
衆
生
に
對
し
て
は
滅
度
せ
ざ
る
意
を
顯

は
す
。「
滅
度
」
は
涅
槃
の
翻
名
な
り
。「
般
涅
槃
」
と
は
、
般
の
字
、

入
聲
に
呼
ぶ
。
是
れ
亦
梵
語
に
し
て
入
の
義
な
り
。

○
「
彼
國
衆
生
一
切
」
等
と
は
、「
彼
國
衆
生
」
の
文
は
、
下
の

「
專
念
阿
彌
陀
佛
」
に
對
し
て
、
別
し
て
餘
行
の
機
を
指
す
意
な
り
。

一
切
の
言
亦
然
り
。「
無
有

見
佛
」
と
は
、
何
故
に
念
佛
の
機
は

常
に
不
滅
を
見
、
餘
行
の
者
は
入
滅
を
見
る
や
と
云
ふ
に
就
て
、

『
鈔
』
四

六
七

に
三
義
を
以
て
釋
成
す
。
且
く
一
説
（『
安

集
』
に
據
る
）
を

げ
ば
、
此
に
滅
度
と
云
〔
ふ
〕
は
、
是
れ

没

の
相
な
り
。『
寶
性
論
』
に
據
る
に
、
報
身
に
五
種
の
相
あ
り
。
休

息

没
は
其
〔
の
〕
隨
一
な
り
。
所
謂
る
休
息

没
と
は
、
所
化
の

衆
生
、
下
位
よ
り
上
位
に
昇
進
の
時
、
能
化
も
亦
之
に
應
じ
て
前
の

劣
身
を

し
て
後
の
勝
身
を
現
す
。
餘
行
の
機
は
之
を
見
（
七
三

左
）
て
入
滅
し
た
ま
ふ
と
謂
ふ
の
み
。
實
の
涅
槃
に
は
非
ず
。
何
と

な
れ
ば
、
報
身
は
常
住
な
る
が
故
に
。
以
上
、
其
〔
の
〕
大
要
を
辨

ず
。
委くはしき
旨
は
『
鈔
』
に
至
〔
っ
〕
て
研
究
す
べ
し
。

◎
四
に
總
結
。

（
以
上
第
十
一
章
を
解
し
畢
る
。）

選

本
願
念
佛
集
巻
下
本

は
、
念
仏
の
衆
生
に
対
し
て
は
滅
度
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。「
滅
度
」

は
涅
槃
を
翻
訳
し
た
言
葉
で
あ
る
。「
般
涅
槃
」
と
は
、「
般
」
の
字
は
入
声
に
発
音
す
る
。
こ

れ
も
ま
た
、
梵
語
で
、「
入
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

○
「
彼
国
衆
生
一
切
」
等
と
は
、「
彼
国
衆
生
」
の
文
は
下
の
「
専
念
阿
弥
陀
仏
」
に
対
し
て
、

念
仏
以
外
の
行
に
よ
っ
て
往
生
し
た
者
を
区
別
し
て
指
し
て
い
る
。
一
切
の
語
も
同
様
で
あ
る
。

「
無
有

見
仏
」
と
は
、
ど
う
し
て
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
し
た
者
は
常
に
不
滅
を
見
、
念
仏
以

外
の
行
で
往
生
し
た
者
は
入
滅
を
見
る
の
か
と
云
う
こ
と
に
つ
い
て
、〔
良
忠
〕『
決
疑
鈔
』
四

六
七64

）

に
三
つ
の
解
釈
を
立
て
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
（『
安
楽
集
』
に
よ
る
）
一
説
を
挙

げ
る
と
、
こ
こ
で
滅
度
と
云
っ
て
い
る
の
は
、
隠
没
の
相
で
あ
る
。『
宝
性
論
』
に
よ
る
と
、

報
身
に
五
種65

）

の
相
が
あ
る
。
休
息
隠
没
は
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
休
息
隠
没
と

は
、
仏
に
教
化
さ
れ
る
衆
生
が
、
下
位
よ
り
上
位
に
昇
進
す
る
時
、
教
化
す
る
仏
も
ま
た
、
こ

れ
に
応
じ
て
前
の
劣
っ
た
身
体
を
隠
し
て
後
の
勝
れ
た
身
体
を
現
す
。
念
仏
以
外
の
行
の
者
は

こ
れ
を
見
て
入
滅
さ
れ
た
と
思
う
が
、
ま
こ
と
の
涅
槃
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
報
身
は
常
住

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
、
そ
の
大
要
を
説
明
し
た
。
く
わ
し
い
内
容
は
『
決
疑
鈔
』
を
読

ん
で
研
究
す
る
よ
う
に
。

◎
宗
祖
の
私
見
の
第
四
段
は
、
総
括
。

（
以
上
、
第
十
一
章
を
解
釈
し
お
わ
る
。）

選

本
願
念
佛
集
講
義
巻
下
本

【
本
文
】
當ニ
知ル
。
念
佛ハ
有リ

如キ
此ノ
等ノ
現
當
二
世
始
終ノ
兩
益
。
應シ
知ル
。

三
九

桑
門
秀
我
『
選

本
願
念
佛
集
講
義
』
現
代
語
訳
注
｜
第
十
一
章
｜
（
上
野
忠
昭
）



註１
）

推
功
帰
本

末
の
功
を
推
し
て
、
根
本
の
徳
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
（
中
村
元

『
仏
教
語
大
辞
典
』
八
〇
八
頁
ｄ
段
）

２
）

勧
持
流
通

『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』「
流
通
に
二
有
り
。
一
に
勧
持
流
通
な
り
。

附
属
を
除
き
て
外
の
自
余
の
流
通
、
是
な
り
〔
也
〕。
二
に
付
属
流
通
な
り
。
持

名
の
文
、
是
な
り
〔
也
〕。
勧
持
付
属
の
〔
之
〕
名
目
は
〔
者
〕、
天
台
よ
〔
自
〕

り
出
づ
。
先
づ
勧
持
と
は
〔
者
〕
迹
門
の
中
ご
ろ
よ
〔
従
〕
り
本
門
神
力
品
の
末

に
〔
于
〕
至
る
ま
で
、
総
じ
て
機
に
相
対
し
て
〔
而
〕、
暫
く
受
持
流
通
を
勧
む

と
雖
も
、
慇
懃
の
儀
に
非
ず
。
然
る
に
迹
門
は
〔
者
〕、
説
、
未
だ
竟
ら
ず

（
未：

再
読
）。
故
に
付
属
無
し
〔
也
〕。
故
に
釈
し
て
云
く
。
但
だ
勧
持
の
み
有

っ
て
属
累
無
し
〔
也
〕
と
。」（『
浄
全
』
第
七
巻
三
一
五
頁
上
）

３
）

法
聰
『
釈
観
経
記
』（『
浄
全
』
第
五
巻
二
三
八
頁
上
）

４
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（『
浄
全
』
第
七
巻
三
〇
五
頁
上
）

５
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（『
浄
全
』
第
七
巻
三
〇
五
頁
下
）

６
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（『
浄
全
』
第
七
巻
三
〇
六
頁
上
）

７
）
「
往
生
以
後
」『
浄
全
』
は
「
往
生
已
後
」

８
）

善
導
『
観
経
疏
散
善
義
』（『
浄
全
』
二
巻
七
一
頁
上
）

９
）

従
容

勧
め
誘
う
こ
と
。
聳
慂
。（
中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』
七
二
頁
ｂ
段
）

10
）
『
選
択
集
講
義
』
に
お
い
て
、
次
の
第
十
二
章
冒
頭
の
来
意
に
、「
当
章
の
来
意

を
明
さ
ば
、
前
章
に
於
て
一
往
雑
善
に
約
対
し
て
専
ら
念
仏
の
超
勝
を
弁
ず
。
今
、

再
往
、
定
散
に
超
勝
す
る
こ
と
を
顕
示
し
、
以
て
廃
立
の
旨
を
成
立
す
」
と
あ
り
、

こ
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

11
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（『
浄
全
』
第
七
巻
三
〇
六
頁
下
）

12
）
『
観
経
疏
散
善
義
』
及
び
『
選
択
集
』
は
「
一
明
専
念
弥
陀
仏
名
」
で
あ
る
が
、

『
選
択
集
講
義
』
は
「
一
明
専
念
弥
陀
名
」
と
「
仏
」
の
字
が
脱
し
て
い
る
。

13
）

持
阿
『
選
択
決
疑
鈔
見
聞
』（『
浄
全
』
第
七
巻
八
七
五
頁
下
）

14
）
『
論
語
』
公
冶
長
第
五
・
十
八
「
子
曰
、

文
仲
居
蔡
、
山
節
藻

、
何
如
其

知
也
。」

15
）
〔
司
馬
遷
〕『
史
記
』
巻
一
二
九
第
六
十
八
亀
策
列
伝
に
「
亀
千
歳
乃
遊
蓮
葉
之

上
」
と
、
蓮
華
で
は
な
く
蓮
葉
と
な
っ
て
い
る
。

16
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（
浄
全
第
七
巻
三
〇
六
頁
下
）

17
）

第
四
十
六
随
意
聞
法
願

康
僧
鎧
訳
『
無
量
寿
経
』「
設
我
得
仏
。
国
中
菩

薩
。

随
其
志
願
所
欲
聞
法
自
然
得
聞
。
若
不
爾
者
。
不
取
正
覚
」（『
浄
全
』
第

一
巻
一
〇
頁
）

18
）

第
二
十
三
供
養
諸
仏
願

康
僧
鎧
訳
『
無
量
寿
経
』「
設
我
得
仏
。
国
中
菩
薩
。

承
佛
神
力
供
養
諸
仏
。

一
食
之
頃
不
能
遍
至
無
量
無
数
億
那
由
他
諸
佛
国
者
。

不
取
正
覚
」（『
浄
全
』
第
一
巻
八
頁
）

19
）

第
二
十
四
供
具
如
意
願

康
僧
鎧
訳
『
無
量
寿
経
』「
設
我
得
仏
。
国
中
菩
薩
。

在
諸
仏
前
現
其
徳
本
。

諸
所
欲
求
供
養
之
具
。
若
不
如
意
者
。

不
取
正
覚
。」

（『
浄
全
』
第
一
巻
八
頁
）

20
）

第
十
一
必
至
定
聚
願
（
住
正
定
聚
願
）

康
僧
鎧
訳
『
無
量
寿
経
』「
設
我
得

仏
。
国
中
人
天
。
不
住
定
聚
。

必
至
滅
度
者
。
不
取
正
覚
。」（『
浄
全
』
第
一
巻

七
頁
）

21
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（『
浄
全
』
第
七
巻
三
〇
七
頁
上
）

22
）
『
浄
全
』
第
七
巻
二
十
八
頁

23
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（『
浄
全
』
第
七
巻
三
〇
七
頁
下
）

24
）

見
思
（
見
思
惑
）

見
惑
と
思
惑
。
惑
は
煩
悩
の
意
で
、
見
惑
は
、
仏
教
の
真

理
で
あ
る
四
諦
の
理
に
迷
う
こ
と
や
、
邪
教
な
ど
に
迷
っ
て
起
こ
す
後
天
的
煩
悩

の
こ
と
。
思
惑
は
、
現
象
的
な
こ
と
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
や
、
生
ま
れ
つ
き
持
っ

て
い
る
先
天
的
煩
悩
の
こ
と
。
天
台
宗
で
は
塵
沙
・
無
明
と
合
わ
せ
て
三
惑
と
い

い
、
こ
れ
を
三
界
の
惑
と
す
る
。（
石
田
瑞
麿
『
例
文
仏
教
語
大
辞
典
』
二
六
二

頁
ａ
段
）

25
）

塵
沙
（
塵
沙
惑
）

三
界
の
内
外
に
わ
た
る
惑
で
、
仮
観
に
よ
っ
て
断
た
れ
る

も
の
。
他
の
人
を
導
く
の
に
邪
魔
に
な
る
煩
悩
（
石
田
瑞
麿
『
例
文
仏
教
語
大
辞

典
』
六
二
二
頁
ｃ
段
）

26
）

無
明
（
無
明
惑
）

煩
悩
（
惑
）
の
な
か
の
も
っ
と
も
微
細
な
根
源
を
な
す
も

四
〇
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の
で
、
中
観
に
よ
っ
て
断
た
れ
る
と
さ
れ
る
。（
石
田
瑞
麿
『
例
文
仏
教
語
大
辞

典
』
一
〇
五
八
頁
ａ
段
）

27
）

空
仮
中

一
切
の
存
在
は
本
来
、
空
無
で
あ
る
こ
と
を
空
と
い
い
、
そ
の
空
で

あ
る
も
の
が
因
縁
の
和
合
に
よ
っ
て
仮
に
生
じ
て
、
現
に
あ
る
も
の
と
し
て
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
仮
と
い
う
が
、
空
に
せ
よ
仮
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
一
切
の
存
在

の
一
面
で
あ
っ
て
、
空
で
も
仮
で
も
無
い
絶
対
の
真
理
は
中
で
あ
る
、
と
す
る
も

の
。
こ
れ
を
空
仮
中
の
三
諦
（
三
つ
の
真
理
）
と
い
い
、
こ
れ
ら
の
真
理
を
体
認

す
る
修
行
方
法
を
空
仮
中
の
三
観
と
名
づ
け
る
（
石
田
瑞
麿
『
例
文
仏
教
語
大
辞

典
』
二
〇
二
頁
ｃ
段
）

28
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（『
浄
全
』
第
七
巻
三
〇
七
頁
下
）

29
）

聖
冏
『
決
疑
鈔
直
牒
』（『
浄
全
』
第
七
巻
五
八
六
頁
上
）

30
）

空
海
『
弁
顕
密
二
教
論
』（『
大
正
蔵
』
七
七
所
収
、
二
四
二
七
番
）

31
）

道
安
『
二
教
論
』（
道
宣
『
広
弘
明
集
』
所
収
）（『
大
正
蔵
』
五
十
二
巻
一
三

六
中
）

32
）

四
法

教
・
理
・
行
・
果
の
四
つ
。
仏
教
の
真
理
と
し
て
の
理
と
、
そ
れ
を
あ

ら
わ
す
教
え
、
そ
の
教
え
に
よ
る
実
践
修
行
と
、
そ
の
果
と
し
て
の
悟
り
。
四
法

宝
と
も
。（
石
田
瑞
麿
『
例
文
仏
教
語
大
辞
典
』
四
七
四
頁
ｂ
段
）

33
）
『
六
波
羅
蜜
経
』

『
大
乗
理
趣
六
波
羅
蜜
多
経
』
巻
一
（『
大
正
蔵
』
八
巻
八

六
八
頁
）。

34
）

非
想
非
非
想
処
は
朦
朧
と
し
た
精
神
状
態
で
あ
り
（
定
品
第
四
頌
）、
決
し
て

無
漏
と
は
な
ら
な
い
（
定
品
第
五
頌
）

『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
分
別
定
品
「
空
無
辺
等
三

名
従
加
行
立

非
想
非
非

想

昧
劣
故
立
名
」（『
大
正
蔵
』
第
二
十
九
巻
百
四
十
五
頁
下
）

「
此
本
等
至
八

前
七
各
有
三

謂
味
浄
無
漏

後
味
浄
二
種
」（『
大
正
蔵
』

第
二
十
九
巻
百
四
十
六
頁
ｂ
）（
本
庄
良
文
研
究
員
か
ら
ご
示
唆
い
た
だ
い
た
。）

35
）

持
阿

『
選
択
決
疑
鈔
見
聞
』（『
浄
全
』
第
七
巻
八
九
四
頁
）
に
如
湛
『
浄
業

記
』
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
。
出
典
は
『
左
伝
』
襄
公
三
十
一
年
「
有
威
而
可
畏
、

謂
之
威
。
有
儀
而
可
象
、
謂
之
儀
。」

36
）

僧
伽
跋
陀
羅
訳
『
善
見
律
毘
婆
沙
』「
毘
尼
藏
者
是
佛
法
壽
。」（『
大
正
蔵
』
第

二
十
四
巻
六
七
五
頁
上
）

道
宣
撰
『
四
分
律

繁
補
闕
行
事
鈔
』「
善
見
云
。
毘
尼
藏
者
。
佛
法
壽
命
。」

（『
大
正
蔵
』
第
四
〇
巻
五
〇
頁
中
）

37
）

師

聖
冏
の
著
作
に
は
「
師
仰
」
と
し
て
解
釈
を
挙
げ
る
箇
所
が
多
く
見
ら
れ

る
。
師
と
は
誰
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
未
詳
。

38
）

聖
冏
『
決
疑
鈔
直
牒
』（『
浄
全
』
第
七
巻
五
八
六
頁
下
）

39
）

五
蘊

「
蘊
」
は
梵sk

a
n
d
h
a

の
訳
。
あ
つ
ま
り
の
意
。

色
（
物
質
）・
受

（
印
象
・
感
覚
）・
想
（
知
覚
・
表
象
）・
行
（
意
志
な
ど
の
心
作
用
）・
識
（
心
）

の
五
つ
を
い
い
、
総
じ
て
有
情
の
物
心
の
両
面
に
わ
た
る
。
因
縁
に
よ
っ
て
生
ず

る
有
為
法
を
い
う
。
ま
た
、
心
身
環
境
を
も
示
す
。（
石
田
瑞
麿
『
例
文
仏
教
語

大
辞
典
』
二
九
〇
頁
ｃ
段
）

40
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（『
浄
全
』
第
七
巻
三
〇
八
頁
下
）

41
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（『
浄
全
』
第
七
巻
三
〇
八
頁
下
）

42
）

聖
冏
『
頌
義
見
聞
』（『

浄
全
』
第
十
二
巻
五
四
一
頁
下
）

43
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（『
浄
全
』
第
七
巻
三
〇
八
頁
下
）

44
）

天
台
宗
で
は
、
五
味
を
五
時
に
配
当
し
、
五
時
教
が
次
第
に
生
じ
（
約
数
相

生
）、
機
が
次
第
に
熟
す
（
約
機
濃
淡
）
の
に
た
と
え
る
。（
中
村
元
『
仏
教
語
大

辞
典
』
三
七
五
頁
ｄ
段
「
五
味
」
の
項
）

45
）
『
選
択
集
講
義
』
は
「
為
」
を
「
こ
れ
」
と
訓
読
す
る
。『
古
書
虚
字
集
釈
』
二

「
為
、
是
也
、
論
語
微
子
篇
、
問
二
於
桀
溺
一
桀
溺
曰
、
子
為
誰
、
曰
、
為
仲

由
」

46
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（『
浄
全
』
第
七
巻
三
〇
八
頁
下
）

47
）

善
導
『
観
経
疏
散
善
義
』「
下
品
上
生
者
従
り
は
正
し
く
其
の
位
を
弁
定
す
る

こ
と
を
明
か
す
。
即
ち
是
れ
十
悪
を
造
る
軽
罪
の
凡
夫
人
也
」（『
浄
全
』
第
二
巻

六
十
七
頁
上
）

48
）

善
導
『
観
経
疏
（
散
善
義
）』「
下
品
中
生
者
従
り
は
正
し
く
其
の
位
を
弁
定
す

る
こ
と
を
明
か
す
。
即
ち
是
れ
破
戒
次
罪
の
凡
夫
人
也
」（『
浄
全
』
第
二
巻
六
十

四
一

桑
門
秀
我
『
選

本
願
念
佛
集
講
義
』
現
代
語
訳
注
｜
第
十
一
章
｜
（
上
野
忠
昭
）



八
頁
上
）

49
）

善
導
『
観
経
疏
散
善
義
』「
下
品
下
生
者
従
り
は
正
し
く
其
の
位
を
弁
定
す
る

こ
と
を
明
か
す
。
即
ち
是
れ
五
逆
等
を
造
れ
る
重
罪
の
凡
夫
人
也
」（『
浄
全
』
第

二
巻
六
十
九
頁
上
）

50
）
『
大
正
蔵
』
二
十
五
巻
一
〇
九
頁
上

51
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（『
浄
全
』
第
七
巻
三
〇
九
頁
下
）

52
）

道
綽
『
安
楽
集
』「
此
の
念
仏
三
昧
は
即
ち
是
れ
一
切
の
三
昧
の
中
の
王
な
る

が
故
也
」（『
浄
全
』
第
二
巻
六
七
六
頁
上
）

53
）

聖
冏
『
決
疑
鈔
直
牒
』（『
浄
全
』
第
七
巻
五
八
七
頁
下
）

54
）

不
明

55
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（『
浄
全
』
第
七
巻
三
〇
九
頁
下
）

56
）

下
品

『
選
択
集
講
義
』
で
は
「
下
下
」
と
あ
る
が
、『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』
は

「
下
品
」
で
あ
り
訂
正
し
た
。
訂
正
し
た
本
文
に
よ
っ
て
訳
し
た
。

57
）

念
仏

『
選
択
集
講
義
』
で
は
「
今
仏
」
と
な
っ
て
い
る
が
、『
選
択
伝
弘
決
疑

鈔
』
は
「
念
仏
」
で
あ
り
訂
正
し
た
。
こ
こ
で
は
「
念
仏
」
と
し
て
訳
し
た
。

58
）

56
）に
同
じ
。

59
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（『
浄
全
』
第
七
巻
三
一
〇
頁
下
）

60
）

迦
才
『
浄
土
論
』
巻
上
（『
浄
全
』
第
一
巻
六
七
六
頁
上
）

61
）

断
章
取
義

原
文
の
意
味
に
関
係
な
く
、
自
分
の
意
図
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
一

部
分
だ
け
を
切
り
取
っ
て
引
用
す
る
こ
と
。

62
）

互
文

「
天
地
長
久
」
を
「
天
長
地
久
」
と
言
う
よ
う
に
二
つ
以
上
の
文
ま
た

は
句
で
、
一
方
で
説
く
こ
と
が
他
方
に
も
通
じ
、
相
補
っ
て
意
味
を
完
全
に
す
る

よ
う
な
文
の
構
成
法
を
互
文
と
い
う
。
『
漢
文
解
釈
辞
典
』（
国
書
刊
行
会
）
五

八
七
頁
）

63
）

当
坐
道
場
等
の
二
句

『
観
無
量
寿
経
』「
当
坐
道
場

生
諸
仏
家
」（『
浄
全
』

第
一
巻
五
十
一
頁
）

64
）

良
忠
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』（
浄
全
第
七
巻
三
一
一
頁
下
）

65
）

五
種
の
相

説
法
・
可
見
・
諸
業
不
休
息
・
休
息
隠
没
・
示
現
不
実
体
（『
究

竟
一
乗
宝
性
論
』
大
正
蔵
第
三
十
一
巻
八
四
三
上
）

（
う
え
の

た
だ
あ
き

嘱
託
研
究
員
、
浄
願
寺
副
住
職
）
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